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は
じ
め
に

　

あ
る
一
つ
の
荘
園
に
つ
い
て
、
現
存
の
史
料
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
に
は
少
な

か
ら
ず
偏
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
荘
園
全
域
に
つ
い
て
満
遍
な
く
史
料
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
稀
で
、
政
所
、
荘
官
屋
敷
、
荘
鎮
守
な
ど
の
要
所
│
い
わ
ゆ
る
荘
園
の
「
臍（（
（

」

│
や
、
史
料
を
蓄
積
し
た
領
主
の
家
が
管
轄
し
た
エ
リ
ア

に
つ
い
て
は
、
多
く
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
そ
れ

以
外
の
場
所
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
こ
う
し

た
偏
り
の
結
果
、
史
料
上
に
頻
出
す
る
中
心
部
の
姿
＝
そ

の
荘
園
の
姿
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
。

中
世
の
荘
園
が
し
ば
し
ば
複
雑
な
領
域
構
成
を
と
っ
た
こ

と
は
つ
と
に
知
ら
れ
る
が（（
（

、
必
ず
し
も
実
態
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
非
中
心
部
＝
周
縁
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
よ
り
多
様
で
豊
か
な
荘
園
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
繋

が
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
主
題
を
検
討
す
る
素
材
と
し

て
、
荘
園
の
内
部
構
成
、
環
境
差
が
論
点
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
播
磨
国
矢
野
荘
（
現
兵
庫
県
相
生
市
）
に
注
目
し
た

い
（
（
（

。

　

矢
野
荘
は
、
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
の
成
立
以
来
、

複
数
の
領
主
に
よ
っ
て
断
続
的
に
分
割
さ
れ
、
現
存
史
料

の
ほ
と
ん
ど
は
、
鎌
倉
末
〜
室
町
期
に
領
家
方
を
管
轄
し

た
東
寺
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る（（
（

。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
大
半
が
領
家
方

を
考
察
対
象
と
し
て
き
た
【
地
図
1
】。
こ
の
事
実
を
明
確
に
指
摘
し
た
榎
原
雅
治
氏
は
、

荘
園
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
考
察
の
必
要
性
を
提
起
し（（
（

、
そ
れ
を
受
け
て
地
頭
方
や
浦
分

と
い
っ
た
領
家
方
以
外
の
エ
リ
ア
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
め
ら
れ
た（（
（

。
ま
た
近
年
で
は
赤

松
が
、
荘
園
代
官
と
の
対
立
や
水
害
時
の
損
免
要
求
に
際
し
て
結
ば
れ
た
「
荘
家
の
一
揆
」
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 Abstract 

【地図 1】　矢野荘の領域構成
国土地理院標準地図をベースマップに、注（5）榎原氏論文図
3をもとに作成。
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を
手
が
か
り
に
、
上
村
・
下
村
な
る
広
域
的
な

「
村（（
（

」
や
居
住
・
耕
作
の
環
境
を
遠
因
と
す
る
現

地
住
民
間
の
利
害
対
立
を
指
摘
し
た（（
（

。
ひ
と
口
に

矢
野
荘
と
言
っ
て
も
、
領
有
単
位
に
と
ど
ま
ら

ず
、北
の
山
間
部
（
上
村
）
と
南
の
平
野
部
（
下
村
）、

村
落
や
名
の
立
地
な
ど
に
看
取
で
き
る
環
境
の
多

様
性
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
【
地
図
（
（
（

2
】。

　

こ
の
矢
野
荘
に
お
い
て
、
検
討
す
べ
き
周
縁
部

と
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
矢
野
荘
の
史
料
が
ほ
ぼ
領

家
方
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
同
じ
領

家
方
の
な
か
で
も
史
料
上
で
の
現
れ
方
は
南
北
で

歴
然
と
し
た
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
も
っ
ぱ

ら
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
政
所
や
荘
鎮

守
な
ど
数
々
の
要
所
が
集
中
し
、
豊
か
な
耕
地
に

も
恵
ま
れ
た
若
狭
野
平
野
周
辺
に
位
置
す
る
南
部
（
下
村
）
の
領
家
方
で
あ
っ
た
。
実
際
、

東
寺
の
下
で
作
成
さ
れ
た
南
北
朝
期
の
検
注
帳
を
見
る
と
、
末
尾
に
記
さ
れ
る
代
官
の
直

轄
地
に
は
、
若
狭
野
平
野
周
辺
の
地
名
が
並
び
、
荘
園
経
営
の
基
盤
が
ど
こ
に
置
か
れ
て

い
た
か
は
明
白
で
あ
る（（1
（

。
対
し
て
、
北
部
（
上
村
）
の
領
家
方
に
つ
い
て
の
研
究
は
手
つ

か
ず
に
近
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
最
北
に
そ
び
え
る
三
濃
山
す
そ
野
の
谷
間
に
集
落
や
耕

地
が
営
ま
れ
る
現
相
生
市
矢
野
町
能
下
地
区
・
た
つ
の
市
新
宮
町
二
栢（

柏
）野
地
区
は
、
他
荘

と
の
境
界
に
位
置
す
る
文
字
通
り
の
周
縁
で
あ
り
、
若
狭
野
平
野
周
辺
と
は
対
極
的
な
立

地
に
あ
る
。
こ
う
し
た
周
縁
エ
リ
ア
に
つ
い
て
、
中
世
当
時
の
実
態
を
探
る
と
共
に
、
史

料
上
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
中
世
の
荘

園
空
間
や
荘
園
領
主
の
経
営
に
つ
い
て
重
要
な
論
点
を
提
示
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

考
察
に
あ
た
っ
て
、
文
献
史
料
の
不
足
を
補
う
の
が
現
地
調
査
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

当
該
エ
リ
ア
で
は
急
速
な
過
疎
化
が
進
行
し
て
お
り
、
本
稿
の
末
尾
に
収
め
る
調
査
概
報

も
、
将
来
に
お
い
て
貴
重
な
資
料
と
な
り
う
る
。
現
地
を
歩
い
て
の
聞
き
取
り
や
水
が
か

り
の
把
握
、
明
治
期
の
地
籍
図
を
用
い
た
復
原
手
法
は
、
と
く
に
目
新
し
く
は
な
い
が
、

二
〇
一
〇
年
代
以
降
、荘
園
研
究
で
急
速
に
普
及
し
た
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
を
、

単
な
る
作
図
ツ
ー
ル
と
し
て
で
は
な
く
分
析
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
当
該
エ
リ
ア
に
お
け

る
景
観
の
変
遷
に
つ
い
て
よ
り
解
像
度
の
高
い
考
察
を
試
み
た
い（（（
（

。
そ
の
意
味
で
、
本
稿

は
荘
園
研
究
の
技
術
論
と
し
て
の
意
味
も
有
し
て
い
る
。

　

成
稿
に
あ
た
っ
て
は
、
附
「
能
下
・
二
栢
野
調
査
概
報
」
お
よ
び
【
地
図
6
】・【
地
図

7
】
の
デ
ー
タ
作
成
は
髙
橋
が
行
い
、
そ
れ
以
外
は
赤
松
が
担
当
し
た
。

一
、
能
下
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

　

こ
こ
で
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
二
地
区
の
う
ち
、
現
相
生
市
矢
野
町
能
下
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

1
　
先
行
研
究
と
課
題

　

能
下
に
関
す
る
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
は
、
松
岡
秀
夫
「「
の
う
け
い
谷
」
の
開
発
」

が
あ
る（（1
（

。
松
岡
氏
は
、
領
家
藤
原
氏
と
地
頭
海
老
名
氏
と
の
間
で
下
地
中
分
が
行
わ
れ
た

際
に
作
成
さ
れ
た
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
一
一
月
八
日
「
例
名
実
検
取
帳
案（（1
（

」（
以
下
、
正

安
元
年
帳
）
を
分
析
し
、
条
│
坪
の
地
番
で
「
本
田
」
を
把
握
す
る
矢
野
荘
の
な
か
で
、「
ノ

【地図 2】　上村・下村と中世村落
国土地理院標準地図をベースマップに、中世村
落の位置は注（5）榎原氏論文を参考に作成。矢野
荘における上村と下村の境は、ホリマチ・中世
山陽道付近と推定（注（7）赤松論文）。
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ウ
ケ
イ
谷
分
」
＝
能
下
に
は
地
番
が
な
い
こ
と
か
ら
、
矢
野
荘
が
成
立
し
地
番
が
割
り
振

ら
れ
た
あ
と
で
、
能
下
の
開
発
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
地
域

を
主
題
と
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
、
中
世
後
期
の
荘
官
層
と
村
落

と
の
関
係
を
追
究
し
た
榎
原
氏
は
、
矢
野
荘
領
家
方
に
は
現
在
の
集
落
に
繋
が
る
五
つ
の

村
（
能
毛
・
西
奥
・
田
井
・
若
狭
野
・
雨
内
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
立
性
を
も
っ
た
生
産
の

単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た（（1
（

。
ま
た
赤
松
は
、
矢
野
荘
の
悪
党
と
し
て

知
ら
れ
る
公
文
寺
田
氏
の
所
領
重
藤
名
の
地
理
的
分
布
を
検
討
し
た
際
、
能
下
の
ほ
ぼ
全

て
の
耕
地
が
重
藤
名
お
よ
び
、
下
地
中
分
時
に
重
藤
名
内
へ
編
入
さ
れ
た
吉
守
名
で
構
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
能
下
は
寺
田
氏
の
影
響
力
が
強
い
地
域
で
、
そ
の
こ
と
が

下
地
中
分
の
領
域
設
定
に
影
響
し
た
と
指
摘
し
た（（1
（

。

　

な
ぜ
、
寺
田
氏
は
能
下
へ
の
影
響
力
を
強
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
在
地
領
主
に
よ
る
下
地

中
分
へ
の
対
応
を
考
え
る
際
の
素
材
と
し
て
も
、
能
下
の
考
察
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
矢
野
荘
領
家
方
に
お
け
る
能
下
の
位
置

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
献
史
料
上
に
最
北
の
山
間
部
が
登
場
す
る
頻

度
は
高
く
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
領
主
か
ら
見
た
当
該
エ
リ
ア
の

周
縁
性
で
あ
る
。

【
史
料
1
】

一
、
就
矢
野
庄
百
姓
逃
散
、
祐
尊
代
官
石
川今

月
七
日
京
着

左
衛
門
三
郎
上
洛
事
、
注
進
状
之
趣
者
、

於
去
年
ゝ
貢
未
進
百
姓
者
、
取
質
物
、
押
置
名
田
幷
住
宅
、
□（

於
）張

本
輩
者
、
可
籠
舎

之
由
、
可
預
御
下
知
之
由
、
欲
蒙
御
下
知
之
処
、
無
其
儀
之
間
、
百
姓
等
弥
令
忽
緒

預
所
下
知
、
次
新
百
姓
少
ゝ
所
尋
出
也
、
但
、
雨
内
□
野（

能
）下

谷
者
、
遠
所
之
間
、
未

及
其
沙
汰
、（
後
略
）

　
【
史
料
1
】
は
、「
東
寺
学
衆
方
評
定
引
付
」
永
和
三
年
三
月
八
日
条
の
一
節
で
あ
る（（1
（

。

こ
の
年
正
月
、
永
和
の
「
惣
庄
一
揆
」
と
し
て
知
ら
れ
る
大
規
模
な
荘
家
の
一
揆
が
発
生

し
、
荘
園
代
官
の
地
位
に
あ
っ
た
高
井
法
眼
祐
尊
は
、
そ
の
弾
圧
に
乗
り
出
し
て
い
た（（1
（

。

祐
尊
の
代
官
が
持
参
し
た
注
進
状
に
よ
れ
ば
、
祐
尊
は
去
年
の
年
貢
を
未
納
し
た
百
姓
の

処
罰
を
東
寺
に
求
め
て
い
た
が
実
現
せ
ず
、
そ
の
た
め
祐
尊
の
下
知
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
状

況
に
な
っ
て
お
り
、
逃
散
中
の
百
姓
に
代
わ
っ
て
耕
作
を
担
う
新
百
姓
を
見
出
し
つ
つ
あ

る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
雨
内
と
能
下
は
「
遠
所
」
で
あ
る
た
め
、
未
だ

対
応
で
き
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。

　

祐
尊
が
掌
握
に
注
力
し
た
の
は
、
政
所
が
置
か
れ
、
直
轄
地
が
集
中
す
る
自
身
の
足
元
、

若
狭
野
平
野
周
辺
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
「
遠
所
」
へ
の
対
応
に
手
が
回
っ
て
い
な
い
。

「
荘
家
の
一
揆
」
と
い
う
非
常
時
に
際
し
、
領
主
側
の
優
先
順
位
が
低
く
後
回
し
に
な
っ

て
い
る
能
下
は
ま
さ
に
周
縁
の
地
で
あ
っ
た
。

3
　
検
注
帳
の
記
載

　

中
世
能
下
の
景
観
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
領
主
に
よ
る
土

地
調
査
で
あ
る
検
注
に
際
し
て
作
ら
れ
た
検
注
帳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
分
析
す

る
正
安
元
年
帳
と
貞
和
二
年
帳（（1
（

の
記
載
状
況
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

正
安
元
年
帳
は
、
当
時
の
領
家
藤
原
氏
と
地
頭
海
老
名
氏
と
の
間
で
実
施
さ
れ
た
下
地

中
分
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
検
注
を
実
施
し
た
順
に
耕
地
が
書
き
あ
げ
ら
れ
る
取
帳

形
式
で
あ
る
。「
ノ
ウ
ケ
イ
谷
分
」
と
注
記
さ
れ
て
検
注
が
実
施
さ
れ
て
い
る
耕
地
は
四

二
ヶ
所
検
出
さ
れ
る
。

　
【
表
1
】
は
、
正
安
元
年
帳
に
お
け
る
「
ノ
ウ
ケ
イ
谷
分
」
の
耕
地
情
報
を
記
載
順
に

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
全
て
が
、
寺
田
氏
の
所
領
で
あ
る
重
藤
名
と
、
下
地
中
分

後
に
重
藤
名
に
編
入
さ
れ
た
吉
守
名
と
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
寺
田
氏
は
、
藤
原
氏
に
代

わ
り
新
た
に
領
家
方
の
主
に
な
っ
た
東
寺
と
衝
突
し
、
矢
野
荘
を
追
わ
れ
る
。
重
藤
名
は

再
編
さ
れ
、
新
た
に
重
藤
方
と
し
て
東
寺
の
収
取
機
構
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く（（1
（

。

　

再
編
後
の
重
藤
方
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
期
の
検
注
帳
か
ら
構
成
を
知
り
う
る
。
な
か

で
も
東
寺
が
斗
代
定
を
し
て
経
営
体
制
を
確
立
し
た
際
に
作
成
さ
れ（11
（

、
田
畠
両
方
の
帳
簿

が
現
存
す
る
の
が
貞
和
二
年
帳
で
あ
る
。
能
下
に
注
目
し
な
が
ら
こ
の
帳
簿
を
見
る
と
、

吉
守
名
か
ら
末
重
名
が
分
離
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
の
う
え
で
、
地
名
に
注
目

し
て
重
藤
方
の
名
を
探
る
と
、
能
下
に
お
け
る
旧
重
藤
名
の
耕
地
を
引
き
継
い
だ
の
が
仏

道
名
で
あ
っ
た（1（
（

。

　
【
表
2
】
は
、
貞
和
二
年
帳
か
ら
三
名
の
耕
地
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
り
、【
表
1
】
と

比
べ
る
と
、
概
ね
地
名
も
一
致
し
て
い
る
一
方
、
正
安
元
年
帳
と
貞
和
二
年
帳
と
の
間
で
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【表 1】　正安元年帳における能下の耕地

NO. 名 請作 地　　　名 総面積 見作面積 新田（反） 畠（反） 山畠（反） 荒・無・不・河

1 吉守 末重 サカテカ谷口 2.2 2.2 2.2 0 0 0

2 重藤 源二郎 同所（サカテカ谷）川ノ東 0.3 0 0 0 0 0.3

3 重藤 末重 同（サカテカ谷）道下 0.7 0.7 0.7 0 0 0

4 重藤 末重 同所（サカテカ谷）道下 0.3 0.3 0 0.3 0 0

5 重藤 末重 ヒロ畠 0.2 0.2 0 0 0.2 0

6 重藤 末重 大畠三野寺トウユ免 2 2 1 1 0 0

7 重藤 末重 大谷西谷北ヒラ 1 1 0 1 0 0

8 重藤 末重 大谷西ヒラ 1.8 1.8 0 1.8 0 0

9 吉守 即 イリスミ谷口　元ハトチノ木谷口 1.5 1.5 0 1.5 0 0

10 吉守 末重 同所（イリスミ谷）西 0.2 0.2 0 0.2 0 0

11 重藤 源二郎 トチノ木谷北 0.3 0.3 0 0 0.3 0

12 吉守 末重 トチノ木谷 0.9 0.9 0 0 0.9 0

13 重藤 源二郎 ユノ木垣内河西東 0.4 0.4 0 0.4 0 0

14 重藤 源二郎 ユノ木垣内 0.9 0.9 0.9 0 0 0

15 重藤 末重 ユノ木垣内 0.4 0.4 0.4 0 0 0

16 重藤 源二郎 源二郎住四所合 2 2 0 2 0 0

17 重藤 源二郎 源二郎住 1.4 1.4 1.4 0 0 0

18 重藤 源二郎 源二郎住西 0.2 0.2 0.2 0 0 0

19 重藤 源二郎 同所（源二郎住） 0.8 0.8 0 0.8 0 0

20 吉守 即 吉守住南山キハ 1 1 0 1 0 0

21 吉守 即 同所（吉守住）下 1 1 1 0 0 0

22 吉守 末重 末重住 4 4 0 4 0 0

23 吉守 末重 同（末重）住ヲク 0.5 0.5 0 0 0.5 0

24 吉守 即 住内 2.2 2.2 0 2.2 0 0

25 吉守 即 住前 0.9 0.9 0.9 0 0 0

26 吉守 末重 吉守住前 0.9 0.9 0.9 0 0 0

27 吉守 住下 3.1 3.1 3.1 0 0 0

28 吉守 末重 同所（住）下 3.2 3.2 3.2 0 0 0

29 吉守 末重 イノ口 0.2 0.2 0 0.2 0 0

30 吉守 末重 同（イノ口）下坪 0.9 0.9 0.9 0 0 0

31 吉守 即 下垣内 2 2 2 0 0 0

32 吉守 即 同所（下垣内）二所合 0.9 0.9 0 0.9 0 0

33 吉守 即 同所（下垣内）下 1 1 0 1 0 0

34 吉守 即 同（下垣内）下坪 0.2 0.2 0.2 0 0 0

35 吉守 即 下垣内東 0.4 0.4 0 0.4 0 0

36 吉守 末重 中六住 0.1 0.1 0 0.1 0 0

37 重藤 末重 サイノムカイ三所合 2.1 2.1 2.1 0 0 0

38 重藤 末重 サイノ本二所合『川ヨリムカイ加定』 1 1 0 1 0 0

39 常得 フナコシ 1 1 0 1 0 0

40 重藤 源二郎 アイカ谷 0.5 0.5 0 0 0.5 0

41 重藤 源二郎 チケシ谷口 0.1 0.1 0.1 0 0 0

42 重藤 源二郎 同所（チケシ谷）西 0.1 0.1 0 0 0.1 0

合　　　計 44.8 44.5 21.2 20.8 2.5 0.3
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は
耕
地
数
・
総
面
積
と
も
に
減
少
し
て
い

る
。
後
者
で
は
田
畠
に
等
級
が
設
け
ら
れ
た

り
、
そ
の
他
地
目
の
記
載
に
異
同
が
生
じ
た

り
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
畠
の
面
積
が
半
分

以
下
と
な
っ
て
い
る
。
荘
園
領
主
の
交
代
で

検
注
の
基
準
が
変
更
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る

が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

4
　
検
注
経
路
と
地
名
の
比
定

　

正
安
元
年
帳
を
用
い
た
検
注
経
路
の
復
原

に
つ
い
て
は
、
榎
原
氏
に
よ
る
復
原
成
果
が

あ
る（11
（

。
他
方
、
能
下
で
の
検
注
に
詳
細
な
検

討
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

能
下
で
の
検
注
は
、
正
安
元
年
正
月
二
一

日
に
実
施
さ
れ
、
二
〇
日
の
検
注
が
現
森
地

区
の
和
田
で
終
わ
り
、
二
二
日
に
は
、
再
び

和
田
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
一
日
で
能
下
内
の
全
耕
地
四
二
ヶ
所
を

検
注
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
小
字
広
芝
の
最

北
に
あ
る
耕
地
か
ら
、
小
字
片
井
ゾ
コ
の
最

南
に
あ
る
耕
地
ま
で
約
一
．
五
㎞
弱
で
、
当

時
の
開
発
段
階
（
後
述
）
か
ら
し
て
無
理
な

く
検
注
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
【
地

図
3
】。

　

検
注
帳
に
現
れ
る
地
名
の
う
ち
、
小
字
と

し
て
現
存
す
る
の
は
、「
ヒ
ロ
畠
」（
現
広
畑
）

と
「
サ
イ
ノ
本
」（
現
才
ノ
元
）
の
二
ヶ
所
で

あ
る（11
（

。「
ヒ
ロ
畠
」
が
前
半
に
、「
サ
イ
ノ
本
」

が
後
半
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ

【表 2】　貞和 2年帳における能下の耕地

NO. 名 地目 地　名 合計面積
（反）

田合計
（反）

畠合計
（反）

川成
（反）

荒
（反）

屋敷
（反）

在家
（反）

堂敷
（反）

1

吉守

田 住前 1 1 0

2 田 中田 3.5 3.5 0

3 田 下垣内 2.5 1.5 0 1

4 田 川向 1 0 0 1

5 畠 イリスミ 2 0 0.8 1.2

6 畠 住内 2.2 0 1.2 1

7 畠 下垣内 0.2 0 0.2

8 畠 下垣内 0.3 0 0.3

9 畠 下垣内 0.7 0 0.7

10 畠 同所 1 0 0 1

11

末重

田 サカテ谷 2.4 1 0 1.4

12 田 吉守住前 0.9 0.8 0 0.1

13 田 サカテ所々合 3.6 3.6 0

14 田 ユノ木垣内 0.6 0.6 0

15 田 ホソタ 0.1 0.1 0

16 畠 大ハタ 1 0 0 1

17 畠 住西 2.5 0 2 0.3 0.2

18 畠 住内二所合 3.8 0 3 0.8

19 畠 下垣内 0.2 0 0 0.2

20

仏道

田 ユノ木垣内 0.3 0.3 0

21 田 住内 1.2 0.9 0 0.3

22 田 ユノ木垣内 0.3 0.3 0

23 田 住内 0.2 0.2 0

24 田 住下 0.1 0.1 0

25 畠 住内 0.5 0 0.2 0.3

26 畠 住内 0.4 0 0.4

27 畠 住内 0.5 0 0 0.5

28 畠 乃慶住内 0.1 0 0.1

33.1 13.9 8.9 5.3 2 1 1.8 0.2

仏道名のなかで計 4か所の土地（門屋、クビツ、トウシ谷、番匠垣内）は西奥・若狭野の地名であるため、除外した。
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ば
、
北
か
ら
南
に
検
注
を
進
め
た
と
み
て
よ
い
。

　

ま
た
、
地
名
自
体
は
現
存
し
な
い
も
の
の
、
お
よ
そ
の

位
置
を
把
握
で
き
る
の
が
「
下
垣
内
」
で
あ
る
。
垣
内
地

名
か
ら
屋
敷
地
と
想
定
す
る
の
は
容
易
く
、「
中
六
住
」

の
記
載
か
ら
も
人
家
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と

り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
貞
和
二
年
帳
に
記
載
の
「
堂
敷

分
」
で
あ
る
【
表
2
】（
№
19
）。
現
能
下
集
落
で
最
も
民

家
が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
小
字
「
上
堂
ノ
本
」
で
あ
る
が
、

そ
の
中
心
部
に
建
つ
地
区
の
公
民
館
は
、
近
代
初
頭
ま
で

村
堂
だ
っ
た
と
さ
れ（11
（

、
そ
の
裏
手
に
は
中
世
後
半
の
制
作

と
推
定
さ
れ
る
五
輪
塔
の
残
欠
が
散
乱
し
て
い
る
。
こ
の

地
点
が
古
く
か
ら
何
ら
か
の
宗
教
施
設
、
踏
み
込
ん
で
い

え
ば
、
貞
和
二
年
帳
に
記
載
の
「
堂
敷
分
」
ま
で
遡
る
可

能
性
は
十
分
あ
る
。
こ
う
し
た
史
料
と
地
名
と
の
関
連
性

に
加
え
、
集
落
の
立
地
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
川
か
ら

一
定
の
高
低
差
が
あ
っ
て
水
害
に
遭
わ
ず
、
ま
た
、
灌
漑

を
整
備
し
て
耕
地
を
展
開
し
て
い
く
際
の
邪
魔
に
も
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
、
上
堂
ノ
本
の
公
民
館
周
辺
を
下
垣
内

と
考
え
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
【
地
図
4
】。

　

続
い
て
、
検
注
の
始
点
で
あ
る
「
サ
カ
テ
カ
谷
」
の
所

在
を
検
討
し
た
い
。

【
史
料
2
】

一
、
山
事
、
南
山
者
堺
鳩
尾
之
南
北
行
之
路
、
東
者
付
東
、
西
者
可
付
西
也
、
北
山

者
自
楢
尾
峯
、須
久
尓
通
テ
、
三
野
寺
之
観
音
堂
正
面
、
西
者
付
西
、
東
者
可
付
東
也
、

但
雖
為
自
楢
尾
峯
東
、
於
能
慶（

下
）谷
西
山
者
、
北
者
堺
折
石
逆
手
尾
、
南
者
限
立
石
大

柱
而
、
可
付
彼
谷
也
、
此
外
於
東
西
之
山
林·

荒
野
者
、
任
傍
示
、
西
者
付
西
、
東

者
可
付
東
之
条
、
勿
論
也
、
仍
為
後
日
、
所
定
堺
、
如
件
、

 

正
安
二
年
歳
次
庚
子
正
月
廿
五
日
地
頭
左
衛
門
尉
泰
季
在
判

 

預
所　
　
　
　

実
増
在
判

　
【
史
料
2
】
は
、
下
地
中
分
の
際
、
山
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
預
所
実
増
と
地
頭
海
老
名

泰
季
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
覚
書
の
案
で（11
（

、
正
安
元
年
帳
か
ら
地
頭
方
の
み
を
抽
出
し
て

作
成
さ
れ
た
正
安
元
年
一
二
月
一
四
日
「
例
名
東
方
地
頭
分
下
地
中
分
々
帳
案（11
（

」
に
連
続

し
て
記
さ
れ
る
。
中
分
線
に
基
づ
く
東
西
分
割
を
基
本
方
針
と
し
て
、
北
部
の
山
に
つ
い

て
は
、楢
尾
峯
（
現
矢
野
町
瓜
生
付
近
）
か
ら
三
濃
山
系
を
た
ど
っ
て
、三
野
寺
の
観
音
堂
（
求

福
教
寺
）
に
い
た
る
線
よ
り
東
は
地
頭
方
、
西
は
領
家
方
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、

能
慶
谷
の
西
山
に
つ
い
て
は
、
折
石
逆
手
尾
を
北
限
、
立
石
大
柱
を
南
限
と
し
て
、
能
慶

谷
に
付
す
よ
う
但
し
書
き
が
付
さ
れ
、
能
下
に
付
属
す
る
山
の
範
囲
が
明
示
さ
れ
て
い

【地図 3】　能下の位置
国土地理院標準地図をベースマップに、法務局で交付の旧公図（地籍図）を
もとに作成。考察上必要な地名等については適宜加筆した。
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る
。こ
の
折
石
逆
手
0

0

尾
と
表
記
さ
れ
る
尾
根
の
麓
の
谷
こ
そ
、検
注
の
始
点
「
サ

カ
テ
カ
谷
」
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
能
下
の
西
側
に
位
置
す
る
谷
で

該
当
す
る
の
は
ど
こ
か
。

　

そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
現
能
下
地
区
の
最
北
に
位
置
す
る
小
字
、
三

本
卒
塔
婆
で
あ
る
。
正
安
元
年
帳
に
は
「
三
本
ソ
ト
ハ
」
の
地
名
が
あ
り
、
中

世
に
遡
る
地
名
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
ノ
ウ
ケ
イ
谷
分
で
は
な
く
、

次
章
で
検
討
す
る
ホ
ソ
ヲ
分
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
此
岸
に
生
き
る
人
間
が
彼

岸
の
故
人
を
供
養
す
る
た
め
に
立
て
る
「
卒
塔
婆
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
此

方
と
彼
方
を
分
か
つ
境
界
の
地
で
あ
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
正
安
元
年

帳
で
は
、
ノ
ウ
ケ
イ
谷
分
ま
で
は
名
が
設
定
さ
れ
て
い
る
一
方
、
ホ
ソ
ヲ
分
に

名
は
設
定
さ
れ
ず
検
注
帳
に
記
載
さ
れ
る
の
は
作
人
の
名
で
あ
る
【
表
4
】。

ま
た
南
北
朝
期
以
降
も
検
注
が
行
わ
れ
る
の
は
能
下
ま
で
で
あ
っ
た
（
後
述
）。

ま
た
ホ
ソ
ヲ
分
の
耕
地
が
展
開
し
た
の
は
、
三
濃
山
系
を
越
え
た
先
に
位
置
す

る
現
二
栢
野
地
区
が
中
心
で
あ
り
、
地
形
的
に
も
、
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム
が
機

能
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
も
、
三
本
卒
塔
婆
は
荘
園
の
内
と
外
と
の
境
界
で

あ
り
、
開
発
の
進
展
と
と
も
に
、
三
本
卒
塔
婆
の
先
に
は
ホ
ソ
ヲ
分
と
い
う

マ
ー
ジ
ナ
ル
な
領
域
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（11
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
サ
カ
テ
カ
谷
は
、
ホ
ソ
ヲ
分
内
の
三
本
卒
塔
婆

よ
り
は
南
、
広
畠
よ
り
は
北
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
る

の
は
、
小
字
広
芝
か
ら
三
濃
山
方
面
に
刻
ま
れ
た
谷
が
該
当
す
る
。

　

広
畠
を
経
て
、【
表
1
】
№
7
〜
12
に
か
け
て
、
大
谷
・
イ
リ
ス
ミ
谷
・
ト

チ
ノ
木
谷
と
い
っ
た
谷
地
名
が
連
続
す
る
。
広
畠
よ
り
南
に
位
置
し
、
大
き
な

谷
地
形
が
あ
り
、
か
つ
谷
地
形
が
連
続
す
る
の
は
、
現
小
字
「
間
谷
」
の
周
辺

で
あ
る
。
ま
た
、
谷
地
名
の
後
に
は
柚
ノ
木
垣
内
が
現
れ
、
住
表
記
が
続
く
（【
表
1
】
№

13
〜
28
）。
間
谷
に
は
、
現
在
も
エ
ノ
キ
谷
の
通
称
地
名
が
残
り
、
複
数
の
住
居
が
構
え
ら

れ
て
一
つ
の
隣
保
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
原
型
が
柚
ノ
木
垣
内
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
現

上
堂
ノ
本
に
比
定
さ
れ
る
下
垣
内
よ
り
も
上
流
に
位
置
し
て
お
り
、
下
垣
内
の
「
下
」
と

は
柚
ノ
木
垣
内
を
基
準
に
つ
け
ら
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
実
際
、

居
住
者
に
注
目
し
た
場
合
、
検
注
帳
に
「
〜
住
」
と
記
載
が
あ
る
の
は
、
柚
ノ
木
垣
内
で

は
吉
守
・
末
重
・
源
二
郎
、
下
垣
内
で
は
中
六
で
あ
る
。
吉
守
名
は
、
正
安
元
年
帳
で
は

重
藤
名
と
並
ん
で
能
下
の
耕
地
を
占
め
、
南
北
朝
期
ま
で
に
は
吉
守
名
か
ら
末
重
名
が
派

生
す
る
。
ま
た
、
仏
道
名
の
う
ち
能
下
分
の
耕
地
を
所
管
し
た
の
が
源
二
郎
で
あ
っ
た
。

他
方
、
中
六
に
つ
い
て
は
、
他
の
史
料
に
は
確
認
で
き
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

有
力
名
主
が
居
を
構
え
た
柚
ノ
木
垣
内
こ
そ
が
当
時
の
能
下
の
中
心
部
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

【地図 4】　検注帳に記載地名の比定
国土地理院標準地図をベースマップに、小字および本稿で所在を比定した地名を加筆
した。
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最
後
に
、
下
垣
内
の
直
前
に
記
載
さ
れ
る
イ
ノ
ク
チ
に
つ
い
て
（【
表
1
】
№
29
〜
30
）。

直
感
的
に
井
ノ
口
と
漢
字
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
、
河
川
か
ら
の
取
水
口
を
イ
メ
ー
ジ
で

き
る
。
現
上
堂
ノ
本
・
下
堂
ノ
本
・
片
井
ゾ
コ
の
水
田
は
能
下
川
か
ら
の
取
水
で
灌
漑
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
下
垣
内
周
辺
の
水
田
を
灌
漑
す
る
た
め
の
井
堰
が
設
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
現
在
の
小
字
で
表
現
す
る
と
、
広
芝
（
サ
カ
テ
カ
谷
）
↓

広
畑
（
ヒ
ロ
畠
）
↓
間
谷
（
大
谷
・
柚
ノ
木
垣
内
他
）
↓
上
堂
ノ
本
（
下
垣
内
）
↓
才
ノ
元
の
順

に
検
注
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
【
地
図
3
】・【
地
図
4
】。
で
は
、
上
堂
ノ
本
│
才
ノ

元
間
の
決
し
て
近
く
は
な
い
距
離
を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
現
地
調
査
を
踏
ま

え
、
現
時
点
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
下
堂
ノ
本
か
ら
山
を
越
え
て
門
野
（
現
榊
地
区
内
）

を
経
由
し
、
才
ノ
元
に
至
る
経
路
で
あ
る
。
現
地
で
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
明
治
〜
昭

和
初
期
の
小
学
生
は
、
才
元
尋
常
小
学
校
に
徒
歩
で
通
う
際
、
下
堂
ノ
本
の
八
幡
神
社
前

を
通
っ
て
、
門
野
に
下
る
道
が
通
学
路
で
あ
っ
た
。
こ
の
証
言
は
、
近
世
絵
図
か
ら
も
裏

づ
け
ら
れ
、
享
保
五
年
・
同
一
四
年
の
山
論
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
絵
図
に
は
、
能
下
村

と
門
野
村
を
結
ぶ
道
と
し
て
、
同
一
の
経
路
が
描
か
れ
て
お
り
、
長
く
使
わ
れ
た
道
で
あ

る
と
わ
か
る（11
（

。
こ
れ
が
直
ち
に
、
中
世
の
道
と
同
一
と
は
言
え
な
い
が
、
従
来
の
検
注
経

路
の
復
原
は
、
必
ず
し
も
山
の
道
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
中
世
人
に
と
っ
て
山
道
は
現
代

人
が
考
え
る
よ
り
遥
か
に
身
近
だ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
上
堂
ノ
本
│
才
ノ
元
間
の
経

路
と
し
て
山
の
道
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

5
　
能
下
の
景
観
変
遷

　

前
節
で
述
べ
た
地
名
の
記
載
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
現
能
下
集
落
で
最
も
水
田
が
広
が

る
下
堂
ノ
本
・
片
井
ゾ
コ
に
は
、
正
安
の
検
注
時
点
で
ほ
ぼ
耕
地
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
の
検
注
帳
に
は
吉
守
名
・
末
重
名
内
に
「
中

田
」
地
名
を
確
認
で
き（11
（

、
現
下
堂
ノ
本
内
の
通
称
地
名
に
中
田
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
し

ず
つ
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
【
表
1
】・【
表
2
】
の
合
計
面
積
欄
を
見
る
と
、
前
者
で
は
田
畠
の
比
率
が
約
一
：
一
、

後
者
で
は
約
三
：
二
で
あ
る
。
対
し
て
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
明
細
帳
で
は
田

が
約
三
町
三
反
、
畠
が
約
一
町
七
反
と
田
畠
の
差
は
約
二
：
一
に
拡
大
し
て
い
る（11
（

。
ま
た

明
治
末
の
時
点
で
は
田
が
約
六
町
三
反
、
畠
が
約
一
町
七
反
と
両
者
の
差
は
広
が
る
ば
か

り
で
あ
る（1（
（

。
興
味
深
い
の
は
、
正
安
元
年
帳
と
近
世
・
近
代
と
で
畠
の
面
積
に
大
き
な
変

化
が
無
い
の
に
対
し
、
田
は
増
加
の
一
途
を
遂
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
堂

ノ
本
や
片
井
ゾ
コ
を
切
り
拓
く
な
か
で
も
畠
地
を
一
定
量
確
保
し
つ
つ
、
中
世
に
畠
だ
っ

た
場
所
の
な
か
で
水
田
化
で
き
る
場
所
は
置
換
し
な
が
ら
、
水
田
の
面
積
を
増
や
し
て

い
っ
た
と
い
う
開
発
の
過
程
を
看
取
で
き
る
。

　

村
内
を
流
れ
る
能
下
川
は
、
三
濃
山
系
か
ら
の
谷
水
が
寄
せ
集
ま
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て

い
る
が
、
現
在
で
も
川
幅
は
狭
く
、
元
来
水
量
の
多
い
川
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
下
堂

ノ
本
や
片
井
ゾ
コ
の
水
田
地
帯
を
灌
漑
す
る
に
は
、
上
流
の
溜
池
（
笹
池
な
い
し
キ
レ
イ
ケ
）

か
ら
の
水
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
築
造
時
期
は
不
明
だ
が
、
近
世
に
新
田
開
発

が
奨
励
さ
れ
る
な
か
で
築
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
水
田
開
発
が
進
ん
だ
結
果
、

集
落
の
中
心
部
は
、
谷
間
で
ス
ペ
ー
ス
の
限
ら
れ
た
間
谷
（
柚
ノ
木
垣
内
）
で
は
な
く
、
盆

地
上
の
開
け
た
位
置
に
あ
り
、
新
た
な
開
発
エ
リ
ア
で
あ
る
下
堂
ノ
本
・
片
井
ゾ
コ
と
接

続
す
る
上
堂
ノ
本
（
下
垣
内
）
に
移
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
下
垣
内
の

「
堂
」
は
人
々
の
結
集
の
核
と
な
り
、「
堂
ノ
本
」
の
地
名
に
転
じ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

上
記
に
述
べ
た
景
観
の
変
遷
を
視
覚
的
に
考
え
る
出
発
点
と
し
て
、
明
治
期
調
製
の
地

籍
図
を
も
と
に
近
代
初
頭
の
土
地
利
用
状
況
を
復
原
し
た
の
が
【
地
図
5
】
で
あ
る
。
地

図
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
法
務
局
で
交
付
さ
れ
た
旧
公
図
を
デ
ジ
タ
ル
化
の
う
え
、
Ｇ

Ｉ
Ｓ
で
位
置
情
報
を
与
え
て
電
子
地
図
上
に
載
せ
（
ジ
オ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
）、
一
九
六
〇
年

代
お
よ
び
現
行
の
空
中
写
真
、
圃
場
整
備
実
施
前
の
実
測
図
面
を
相
互
参
照
し
な
が
ら

shapefile

デ
ー
タ
を
作
成
し
た
。
手
作
業
の
た
め
、
多
少
の
誤
差
は
生
じ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
各
時
期
の
航
空
写
真
や
図
面
と
重
ね
て
大
き
く
は
逸
脱
し
て
い
な
い
。

　
【
表
3
】
は
、
作
成
デ
ー
タ
か
ら
各
地
目
の
面
積
を
測
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
畦
な
ど

の
面
積
を
含
み
こ
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
各
小
字
が
ど
の
よ
う
な
土
地
利
用
状
況
に
あ
っ

た
か
お
よ
そ
の
傾
向
を
把
握
す
る
う
え
で
有
益
と
考
え
る
。
こ
の
う
ち
、
広
芝
は
近
世
に

は
隣
村
（
森
村
）
の
人
物
が
開
発
し
た
「
広
芝
新
田
」
と
し
て
史
料
に
現
れ（11
（

、
一
筆
あ
た

り
の
面
積
も
大
き
く
、
先
述
し
た
中
世
サ
カ
テ
カ
谷
の
小
規
模
開
発
の
痕
跡
は
見
い
だ
せ

な
い
。
ま
た
先
述
し
た
通
り
、
片
井
ゾ
コ
と
下
堂
ノ
本
の
開
発
は
、
近
世
以
降
と
考
え
ら
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れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
人
口
増
加
や
近
世
の

水
田
化
に
伴
う
地
目
の
変
更
な
ど
を
考
慮
に
入

れ
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
広
芝
・
片
井
ゾ

コ
・
下
堂
ノ
本
の
大
半
を
取
り
払
っ
た
上
堂
ノ

本
・
間
谷
・
広
畠
を
中
心
と
す
る
空
間
が
中
世

能
下
の
範
囲
と
な
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、

【
地
図
5
】
に
示
し
た
景
観
か
ら
、
下
堂
ノ
本
・

片
井
ゾ
コ
・
広
芝
の
大
半
を
差
し
引
い
た
う
え

で
、
上
堂
ノ
本
の
宅
地
が
よ
り
少
な
く
、
畠
の

割
合
が
よ
り
多
い
景
観
、
そ
れ
が
中
世
能
下
の
姿

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
田
が
約
七
町
一
反
、
畠
が
約
一
町
七
反
と

い
う
作
成
デ
ー
タ
の
測
定
結
果
に
つ
い
て
、
現
代
の

測
量
技
術
と
前
近
代
な
い
し
近
代
初
頭
の
そ
れ
と
を

同
列
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
前
提
で
は
あ

る
が
、
畠
の
面
積
は
正
安
元
年
帳
よ
り
微
減
で
宝
暦

の
明
細
帳
、
明
治
末
年
の
測
量
値
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ

る
。
田
の
面
積
は
、
明
治
末
年
の
面
積
よ
り
八
反
程

多
く
な
っ
て
い
る
が
、
地
籍
図
上
で
は
荒
地
が
極
端

に
少
な
く
、
河
川
周
辺
の
荒
地
も
地
籍
図
上
は
田
と

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

そ
う
隔
絶
し
た
値
で
は
な
い
。
宅
地
の
面
積
も
、
明

治
末
年
の
測
量
値
一
町
と
概
ね
一
致
す
る
。
こ
の
よ

う
に
、
明
治
末
年
の
測
量
値
と
Ｇ
Ｉ
Ｓ
デ
ー
タ
か
ら

算
出
し
た
値
の
近
似
は
、
地
籍
図
を
用
い
て
地
目
別

面
積
の
概
算
を
算
出
す
る
こ
と
に
一
定
の
有
効
性
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
法
務
局
で
交
付

さ
れ
る
旧
公
図
の
多
く
は
、
明
治
一
八
〜
二
一
年
の

地
押
調
査
の
成
果
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（11
（

、
明
治
末
年
の
測
量
デ
ー
タ
に
先
行
す
る
こ
の
時
期
固
有
の
値
と

し
て
も
評
価
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
先
行
研
究
か
ら
課
題
を
見
出
し
た
う
え
で
、
中
世
史
料
に
お
け
る
能
下
の
位
置

づ
け
や
正
安
の
検
注
経
路
、
地
名
比
定
、
現
在
に
至
る
景
観
の
変
遷
な
ど
基
礎
的
な
考
察

を
加
え
て
き
た
。
本
章
一
節
で
提
起
し
た
問
い
、
な
ぜ
寺
田
氏
は
能
下
に
影
響
力
を
強
め

た
の
か
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
、
次
章
を
経
た
第
三
章
で
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
二
栢
野
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

　

本
章
で
は
、
た
つ
の
市
新
宮
町
二
栢
野
地
区
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

【表 3】　明治期地籍図復原データの面積値（小字別）

田（㎡） 畠（㎡） 宅（㎡） 社地（㎡） 堂（㎡） 藪（㎡） 林（㎡） 埋葬地（㎡）

広芝 13507.09 0 0 0 0 0 222.45 0

広畠 4913.84 4901.55 0 0 0 0 0 0

間谷 5051.64 2514.68 2831.85 0 0 0 0 135.68

上堂ノ本 8463.76 6465.35 8085.02 0 106.35 45.94 0 0

下堂ノ本 28790.32 1935.26 799.32 489.59 0 0 0 0

片井ゾコ 10575.42 1124.28 0 0 0 0 0 0

合計 71302.07 16941.12 11716.19 489.59 106.35 45.94 222.45 135.68

【地図 5】　能下地区　明治期土地利用状況の復原
国土地理院標準地図をベースマップに作成。
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1
　
先
行
研
究
と
課
題

　

山
間
の
盆
地
に
拓
か
れ
た
小
さ
な
集
落
、
そ
れ
を
放
射
状
に
囲
む
谷
々
か
ら
水
が
注
ぎ

こ
み
田
畠
が
営
ま
れ
て
い
る
景
観
が
特
徴
的
だ
。
二
栢
野
は
、
一
八
世
紀
半
ば
に
編
纂
さ

れ
た
「
播
州
赤
穂
郡
誌
」
に
お
い
て
、
矢
野
荘
内
と
さ
れ
る
四
三
ヶ
村
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
る（11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
三
濃
山
系
の
分
水
嶺
を
越
え
た
先
に
位
置
す
る
た
め
、
生
活
環

境
や
利
便
性
が
考
慮
さ
れ
、
明
治
期
に
赤
穂
郡
か
ら
揖
西
郡
へ
転
じ
た
。
こ
う
し
た
経
緯

も
あ
っ
て
『
相
生
市
史
』
で
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
で
、
史
料
の
残
存
状
況
に
も
恵
ま
れ
な

い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。
管
見
で
は
、
唯
一
榎

原
氏
の
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
地
域
が
正
安
検
注
帳
で
は
「
ホ
ソ
ヲ
分
」、
の
ち
に
は
「
北

山
分
」
と
呼
ば
れ
、
南
北
朝
〜
室
町
期
の
矢
野
荘
散
用
状
に
お
い
て
「
北
山
地
子
」
な
る

年
貢
を
東
寺
に
納
め
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る（11
（

。

2
　
ホ
ソ
ヲ
分
と
は
何
か

　

正
安
元
年
帳
を
見
る
と
、
正
安
元
年
二
月
一
〇
日
の
検
注
実
施
分
と
し
て
耕
地
四
一
ヶ

所
が
「
ホ
ソ
ヲ
分
」
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
【
表
4
】。
検
注
帳
の
な
か
で
「
ホ

ソ
ヲ
分
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、
正
安
元
年
帳
の
み
で
あ
り
、
南
北
朝
期
以
降
の
史
料
で
は

「
北
山
」
の
呼
称
が
定
着
し
て
い
く
。
北
山
に
つ
い
て
は
、
荘
域
の
北
に
位
置
す
る
山
間

地
と
い
う
こ
と
が
直
感
的
に
了
解
さ
れ
る
が
、
一
体
「
ホ
ソ
ヲ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

ホ
ソ
ヲ
の
語
感
か
ら
、
ま
ず
連
想
し
た
の
は
細
尾
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
地

で
当
該
地
名
は
確
認
で
き
な
い
。【
地
図
6
】
は
、
法
務
局
で
交
付
さ
れ
た
地
籍
図
か
ら

小
字
界
を
復
原
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
地
区
の
南
部
に
位
置
す
る
保ほ

草そ
う

に
注
目

し
た
い
。
読
み
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
ホ
ソ
ヲ
」
が
「
ホ
ソ
ウ
」
に
転
化
し
た
も

の
と
思
わ
れ
、
能
下
か
ら
も
近
い
位
置
に
あ
り
、
細
長
い
谷
に
耕
地
が
点
々
と
続
い
て
い

る
。
本
来
つ
け
ら
れ
た
地
名
の
意
味
と
し
て
は
細
尾
で
あ
っ
た
も
の
が
、
口
頭
で
読
み
な

ら
わ
さ
れ
る
な
か
で
少
し
ず
つ
転
化
し
、
最
終
的
に
は
保
草
の
字
が
充
て
ら
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
現
在
で
は
、
南
端
に
葬
祭
場
（
こ
ぶ
し
苑
）
が
建
設
さ
れ
た
関
係
も
あ
り
、
保

草
か
ら
能
下
に
直
接
行
く
こ
と
は
困
難
だ
が
、
能
下
・
二
栢
野
双
方
で
の
聞
き
取
り
に
よ

れ
ば
、
明
治
期
頃
ま
で
能
下
の
住
民
が
保
草
に
出
作
し
て
い
た
と
の
証
言
が
あ
る
。
こ
う

し
た
位
置
関
係
を
踏
ま
え
、
改
め
て
地
名
の
由
来
に
注
目
す
る
と
、
矢
野
荘
の
能
下
側
か

ら
開
発
を
行
っ
た
際
、
最
初
に
開
発
を
し
た
場
所
の
地
名
を
冠
し
た
の
が
ホ
ソ
ヲ
分
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
矢
野
荘
全
域
の
四
至
を
示
す
史
料
は
、
現
在
ま
で
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
播

州
赤
穂
郡
誌
」
に
記
載
の
村
々
か
ら
お
よ
そ
の
荘
域
が
把
握
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

【地図 6】　二栢野の小字界
国土地理院標準地図をベースマップに、法務局で交付の旧公図（地籍図）をもとに作成。
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【表 4】　正安元年帳におけるホソヲ分の耕地

NO. 作人 地　　　名 合計面積 見作面積 新田（反） 畠（反） 荒（反） 相論の有無

1 中四郎 ヲシキ谷 0.4 0.4 0.4 0 0

2 紀清入道 イワイ谷ノキワ 2.5 2.5 0 2.5 0

3 紀清入道 同所（イワイ谷）口 0.3 0.3 0.3 0 0

4 紀清入道 同所（イワイ谷）上 0.3 0.3 0 0.3 0

5 紀清入道 イワイ谷口 0.7 0.7 0.7 0 0

6 紀清入道 同所（イワイ谷）上南ヒラ 0.6 0.6 0.6 0 0

7 紀清入道 住内 2 2 0 2 0

8 紀清入道 住前 0.6 0.6 0.6 0 0

9 紀清入道 住ムカイ 0.3 0.3 0 0.3 0

10 平九郎跡 紀清入道ヲク 0.4 0.4 0 0.4 0

11 源清 イワイ谷口 1.2 1.2 1.2 0 0

12 源清 同所（イワイ谷） 0.2 0.2 0 0.2 0

13 中四郎 ヒチワイサコ 0.3 0.3 0 0.3 0

14 中四郎 住内 0.8 0.8 0 0.8 0

15 中四郎 トチノ木本四所合 1.1 1.1 1.1 0 0

16 中四郎 同所（トチノ木本）下 0.4 0.4 0.4 0 0

17 無 三野寺御奉免、フタツカヤノノカチヤシキ 3.8 3.8 3.8 0 0

18 源清 中ヲノハナ二所合 0.3 0.3 0.3 0 0

19 中四郎 同所（中ヲ） 0.2 0.2 0.2 0 0

20 源清 ホソヲノ口三所合 1.4 1.4 1.4 0 0

21 中四郎 同所（ホソヲ）上 0.3 0.3 0.3 0 0

22 源清 アヲキ前二所合 0.6 0.6 0.6 0 0

23 中四郎 同所（アヲキ）上 0.9 0.9 0.9 0 0

24 源清 住下 0.1 0.1 0.1 0 0

25 中四郎 同所（住）上 0.4 0.4 0 0.4 0

26 源清 住内 0.4 0.4 0 0.4 0

27 中四郎 住内 0.8 0.8 0 0.8 0

28 源清 住下 0.1 0.1 0.1 0 0

29 源清 同所（住）上 0.6 0.6 0 0.6 0

30 源清 マツヲ所々合 1.6 1.6 1.6 0 0

31 中四郎 同所（マツヲ）上 0.2 0.2 0.2 0 0

32 中四郎 サワタ 1.1 1.1 1.1 0 0

33 源清 同所（サワタ）上 1.2 1.2 1.2 0 0

34 源清 シメチカサコ 0.2 0.2 0.2 0 0

35 源清 三本ソトハ 0.1 0.1 0.1 0 0

36 源清 同所（三本ソトハ） 1.5 1.5 0 1.5 0

37 弥平二 別名ト論、サレタウケ 2.6 1 0 1 1.6 有

38 弥平二 ヨコ谷口 1 0 0 0 1

39 弥平二 ヲウヤタウケ 3.4 0 0 0 3.4

40 弥平二 ヨコ谷所々合 0.3 0.3 0.3 0 0

41 弥平二 同所（ヨコ谷） 1.2 1.2 0 1.2 0

合　　　計 36.4 30.4 17.7 12.7 6
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と
は
い
え
、
北
限
に
限
っ
て
言
え
ば
、【
史
料
3
】
で
三
野
寺
が
山
を
分
割
す
る
際
の
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
お
り
、
山
頂
か
ら
荘
域
全
体
を
一
望
可
能
な
三
濃
山
系
を
境
と
す

る
の
が
地
形
的
に
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
能
下
が
立
荘
後
の
後
発
的
な
開
発
地
で
あ
っ
た
こ

と
は
既
に
述
べ
た
が
、
三
濃
山
系
よ
り
南
に
位
置
す
る
立
荘
時
か
ら
の
荘
域
内
で
は
あ
っ

た
。
対
す
る
ホ
ソ
ヲ
分
こ
と
二
栢
野
は
、
能
下
か
ら
さ
ら
に
北
へ
と
開
発
の
手
を
伸
ば
し
、

三
濃
山
系
を
越
え
た
本
来
は
荘
域
外
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ソ
ヲ
分
の
開
発

は
、
い
わ
ゆ
る
領
域
型
荘
園
の
成
立
後
、
在
地
で
の
開
発
が
進
み
、
年
貢
の
納
入
な
ど
を

通
し
て
矢
野
荘
内
で
あ
る
こ
と
を
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
く
、
荘
園
の
拡
大
過
程
が
う

か
が
え
る
事
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

3
　
検
注
経
路
の
復
原
と
景
観

　

続
い
て
、
正
安
元
年
帳
を
も
と
に
検
注
経
路
を
復
原
し
、
併
せ
て
当
時
の
景
観
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
正
安
元
年
帳
に
記
載
さ
れ
る
地
名
の
う
ち
、
小
字
と
し
て
現
存
す
る
の
は

岩
井
谷
、
保
草
、
三
本
卒
塔
婆
の
三
ケ
所
で
あ
り
、
開
発
地
の
奥
か
ら
能
下
側
へ
の
検
注

経
路
を
想
定
で
き
る
【
地
図
6
】。

　

大
ま
か
な
経
路
を
把
握
し
た
う
え
で
、
地
名
の
詳
細
な
検
討
に
入
ろ
う
。
ま
ず
注
目
さ

れ
る
の
は
岩
井
谷
周
辺
で
の
開
発
で
あ
る
。【
表
4
】
№
2
〜
12
に
か
け
て
一
一
カ
所
の

耕
地
が
記
録
さ
れ
、
三
濃
山
系
か
ら
の
谷
水
を
使
っ
て
一
定
の
開
発
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
ま
ず
、
№
3
〜
6
に
か
け
て
、
岩
井
谷
の
「
口
」
と
「
上
」
を
行
き

来
し
、
そ
の
後
、「
住
」
地
名
が
続
い
て
「
口
」
を
最
後
に
次
の
地
名
に
移
っ
て
い
く
記

載
状
況
か
ら
し
て
、
谷
の
入
口
付
近
に
紀
清
入
道
と
い
う
人
物
が
住
ん
で
開
発
を
行
っ
て

い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
続
く
ヒ
チ
ワ
イ
サ
コ
、
ト
チ
ノ
木
本
の
所
在
は
不
明
だ
が
、

「
フ
タ
ツ
カ
ヤ
ノ
」（
№
17
）
は
ま
さ
し
く
、
地
区
の
名
称
で
あ
る
二
栢
野
地
名
の
原
型
で

あ
ろ
う
。
矢
野
荘
の
立
荘
時
、
田
畠
一
六
三
町
に
加
え
、
莇
野
・
那
波
野
・
佐
方
野
・
雨

内
野
と
い
っ
た
「
野
」
が
開
発
予
定
地
と
し
て
荘
域
に
含
み
こ
ま
れ
て
い
た
が（11
（

、
二
栢
野

の
地
名
も
現
集
落
が
あ
る
盆
地
の
開
発
前
の
姿
を
念
頭
に
名
付
け
ら
れ
、
所
在
不
明
の
地

名
も
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
検
注
の
始
点
オ
シ
キ
谷
で
あ
る
。

記
載
の
順
か
ら
し
て
、
岩
井
谷
に
近
い
谷
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
作
人
の
中
四
郎

は
、
ヒ
チ
ワ
イ
サ
コ
、
ト
チ
ノ
木
本
の
耕
地
を
所
管
し
、
住
居
も
構
え
て
い
る
。
こ
う
し

た
位
置
関
係
に
鑑
み
た
場
合
、
あ
ま
り
離
れ
た
場
所
に
孤
立
し
て
耕
地
を
持
つ
と
は
考
え

に
く
い
。
そ
の
た
め
、
お
そ
ら
く
岩
井
谷
の
西
部
に
隣
接
す
る
谷
が
オ
シ
キ
谷
で
そ
の
入

口
付
近
に
耕
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

前
節
で
開
発
の
始
点
と
位
置
づ
け
た
保
草
に
移
ろ
う
。
検
注
経
路
に
鑑
み
て
、
ホ
ソ
ヲ

ノ
口
と
は
二
栢
野
の
盆
地
側
の
入
口
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
ア
オ
キ
・
マ
ツ

ヲ
・
サ
ワ
ダ
と
地
名
が
現
れ
る
が
、
現
時
点
で
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
途
上
に
住

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
能
下
か
ら
開
発
を
進
め
て
い
く
な
か
で
谷
の
中
央
部
に

住
居
が
構
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
三
本
ソ
ト
ハ
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
三

本
ソ
ト
ハ
の
あ
と
に
記
載
の
五
ヶ
所
（
№
37
〜
41
）
に
つ
い
て
は
、
三
本
ソ
ト
ハ
と
能
下

の
間
に
位
置
す
る
地
名
と
は
考
え
て
い
な
い
。そ
の
位
置
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、「
別

名
ト
論
」（
№
37
）
で
あ
る
。

　

応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）、
守
護
方
か
ら
東
寺
に
、
別
名
と
地
頭
方
と
で
山
の
境
界
を
め

ぐ
っ
て
紛
争
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
問
い
あ
わ
せ
が
あ
り
、
東
寺
は
矢
野
荘
の
山

堺
に
つ
い
て
記
し
た
【
史
料
3
】
の
写
し
を
提
供
し
て
い
る（11
（

。
北
部
領
家
方
を
挟
ん
で
山

間
部
は
ほ
と
ん
ど
接
し
て
い
な
い
両
エ
リ
ア
間
で
こ
う
し
た
境
界
紛
争
が
生
じ
て
い
る
と

す
れ
ば
【
地
図
1
】、
隣
接
す
る
領
家
方
の
ホ
ソ
ヲ
分
と
別
名
（
現
小
河
地
区
）
と
の
間
で

同
様
の
事
態
が
起
き
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
開
発
が
重
な
り
そ
う
な
場
所
と
し

て
三
濃
山
周
辺
が
想
定
さ
れ
る
が
、
詳
し
い
場
所
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
正
安
元
年
帳

で
ホ
ソ
ヲ
分
の
次
に
検
注
が
開
始
さ
れ
る
の
が
別
名
に
比
定
さ
れ
る
小
河
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
、
別
名
方
面
に
通
じ
る
道
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
検
注
経
路
の
復
原
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
鎌
倉
末
時
点
で
の
開

発
の
範
囲
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
安
元
年
帳
の
時
点
で
は
、
盆
地
に
灌
漑
を
整
備
し
て

稲
作
を
行
う
本
格
的
な
開
発
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
山
か
ら
の
水
を
使
っ
た
各
谷
で
の
開

発
が
先
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
景
観
が
想
定
で
き
る
。
現
二
栢
野
地
区
の
規
模
か
ら
す
れ

ば
、
開
発
が
実
現
し
て
い
た
の
は
ご
く
一
部
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
明
治
期
の
時
点
か
ら
現
在
ま
で
、
宅
地
は
盆
地
部
の
字
越
前
垣
内
、
西
垣
内
、

石
黒
に
集
中
し
、
周
囲
の
谷
に
民
家
は
一
軒
も
な
い
集
村
で
あ
る
。
他
方
、
正
安
元
年
帳

で
は
「
フ
タ
ツ
カ
ヤ
ノ
ノ
カ
チ
屋
敷
」
が
あ
る
中
央
の
盆
地
上
だ
け
で
な
く
岩
井
谷
・
保

草
と
い
っ
た
谷
に
も
作
人
の
住
が
あ
り
、
散
村
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
開
発
途
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上
の
当
時
に
お
い
て
は
、
各
谷
に
拠
点
を
設
け
て
開
発
を
進
め
る
の
が
合
理
的
で
あ
っ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
、
二
栢
野
に
お
け
る
住
居
の
立
地
は
、
開
発
段
階
は
散
村
で
、
開
発
飽

和
後
に
集
村
化
す
る
と
い
う
、
景
観
の
変
遷
が
具
体
的
に
見
え
て
興
味
深
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
と
中
世
と
で
景
観
の
違
い
は
明
ら
か
だ
が
、
両
者
の
違
い
は
開
発

の
範
囲
や
集
落
の
形
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
田
畠
の
面
積
に
も
顕
著
で
あ
る
。【
表
4
】
を

集
計
す
る
と
田
一
町
七
反
三
五
代
、
畠
一
町
二
反
三
五
代
で
あ
り
、
両
者
の
面
積
比
は

七
：
五
と
そ
う
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
南
北
朝
期
の
検
注
帳
で
は
、
北
山
分
の
耕

地
は
ほ
と
ん
ど
畠
し
か
記
載
が
な
い
。

　

翻
っ
て
近
代
の
景
観
で
あ
る
。【
地
図
7
】
に
示
す
通
り
、
田
と
畠
の
面
積
は
圧
倒
的

に
田
が
優
位
で
あ
る
が
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
か
ら
具
体
的
な
数
字
を
算
出
す
る
と
、
田
が

約
一
九
町
四
反
（
一
九
二
九
五
三
㎡
）、
畠
が
約
二
町
六
反
（
二
六
一
三
〇
㎡
）
と
面
積
比
に

し
て
七
：
一
以
上
に
ま
で
両
者
の
差
は
拡
大
し
て
い
る
。
二
栢
野
の
場
合
、
鎌
倉
末
の
時

点
で
未
だ
開
発
の
途
上
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
室
町
期
の
挫
折
を
経
て
近
世
村
と
し

て
成
立
し
て
い
く
た
め
、
現
地
か
ら
中
世
以
来
の
景
観
を
見
出
し
て
い
く
の
は
、
能
下
以

上
に
難
し
い
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
二
栢
野
の
場
合
、
現
相
生
市
域
外
の
た
め
『
相
生
市

史
』
編
纂
時
に
も
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
赤
穂
郡
か
ら
編
入
し
た
た
め
『
新
宮
町

史
』
に
も
言
及
は
乏
し
く
、『
相
生
市
史
』
六
巻
「
地
区
誌
」
の
よ
う
な
簡
易
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
デ
ー
タ
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
デ
ー
タ

作
成
に
よ
り
、
概
算
で
は
あ
る
が
地
籍
図
か
ら
具
体
的
な
数
値
を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
景
観
の
変
遷
を
巡
る
議
論
に
資
す
る
も
の
と
考
え
る
。

4
　
東
寺
に
よ
る
矢
野
荘
経
営
と
二
栢
野

　

続
い
て
、
現
存
す
る
文
献
史
料
か
ら
二
栢
野
が
東
寺
の
荘
園
経
営
の
下
で
ど
の
よ
う
な

歩
み
を
た
ど
っ
た
の
か
、
可
能
な
限
り
追
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
南
北
朝
期
検
注
帳
の
記

載
に
つ
い
て
述
べ
る
。
現
存
す
る
南
北
朝
期
の
検
注
帳
七
点
の
う
ち
、
北
山
分
の
記
載
が

あ
る
の
は
、
貞
和
元
年
「
西
方
畠
幷
栗
林
実
検
名
寄
取
帳
」
の
み
で
あ
る（11
（

。
同
検
注
帳
は
、

名
ご
と
に
耕
地
が
記
載
さ
れ
る
名
寄
帳
形
式
で
あ
る
な
か
、
唯
一
北
山
分
と
し
て
計
二

四
ヶ
所
、
一
町
二
反
が
記
載
さ
れ
る
。
正
安
元
年
帳
で
は
田
畠
計
三
町
六
反
が
記
さ
れ
る

一
方
、
南
北
朝
期
の
検
注
帳
で
は
栗
林
と
し
て
記
さ
れ
、
そ
の
他
、
三
野
寺
の
免
田
と
し

て
六
反
カ
チ
ヤ
シ
キ
が
記
載
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
載
の
変
化
は
、
耕
作

環
境
に
重
大
な
変
化
が
あ
っ
た
な
い
し
、
検
注
の
基
準
が
変
わ
っ
た
な
ど
様
々
な
要
因
が

考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
一
町
二
反
を
基
準
と
し
て
「
北
山
地
子
」
が
南
北
朝
期
散
用
状
の
収

支
に
計
上
さ
れ
て
い
く
。
矢
野
荘
の
散
用
状
に
北
山
地
子
が
登
場
す
る
の
は
、
応
安
三
年

【地図 7】　二栢野地区　明治期土地利用状況の復原
国土地理院標準地図をベースマップに作成。



W
A

SED
A

 R
ILA

S JO
U

R
N

A
L N

O
. 11

（14）393

（
一
三
七
〇
）
分
以
降
で
あ
る
。
散
用
状
自
体
は
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
以
降
、
百
年
以
上

分
が
現
存
し
て
い
る
一
方
、
当
初
は
北
山
分
の
計
上
が
な
い
。
そ
の
理
由
を
知
る
う
え
で

手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
応
安
二
年
八
月
日
「
東
寺
書
下
案
」
の
「
一
、
北
山
年
貢
一
方

分
七
百
五
十
文〻歟

、
近
年
未
進
何
様
事
乎
、
早
致
其
沙
汰
、
於
年
ゝ
犯
用
分
者
、
□
可
弁
入

之
事
」
と
い
う
記
述
で
あ
る（11
（

。
東
寺
学
衆
方
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
北
山
か
ら
の
年
貢
七
五

〇
文
（
廿
一
口
供
僧
方
と
併
せ
て
一
貫
五
〇
〇
文
）
が
近
年
未
進
に
な
っ
て
お
り
、
徴
税
の
実

施
や
未
進
分
の
納
入
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
寺
公
文
で
矢
野
荘
供
僧
方
の
給
主

を
兼
ね
て
い
た
禅
舜（11
（

が
、
公
事
銭
の
徴
収
に
つ
い
て
提
出
し
た
請
文
に
は
、「
次
北
山
年

貢
用
途
一
貫
伍
百
文
之
内
、
供
僧
御
方
分
七
百
五
十
文
、
去
年
以
来
分
可
致
其
汰
、
更
不

可
有
緩
怠
之
儀
、」
と
、
北
山
の
年
貢
を
支
払
う
こ
と
が
特
に
記
さ
れ
て
い
る（1（
（

。
ま
た
東

寺
の
学
衆
・
供
僧
方
引
付
で
北
山
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
て
い
る
の
は
、
応
安
二
〜
永
和
三

年
の
八
年
の
み
で
、
年
貢
増
徴
の
た
め
に
北
山
へ
の
関
心
が
一
時
的
に
高
ま
っ
た
時
期
と

捉
え
ら
れ
る
。

　
【
図
】
は
、
応
安
三
〜
長
禄
三
（
一
四
五
九
）
年
分
の
散
用
状
か
ら
北
山
地
子
の
納
入

状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
応
安
〜
明
徳
年
間
は
、
大
規
模
な
「
荘
家
の
一
揆
」
が

起
き
た
永
和
三
年
分
を
除
い
て
概
ね
四
〇
〇
〜
六
〇
〇
文
の
納
入
で
推
移
し
、
応
永
の
初

年
か
ら
増
加
に
転
じ
る
。
応
永
二
年
二
月
二
八
日
「
学
衆
方
年
貢
等
散
用
状
」
に
は
、「
北

山
地
子
合
九
百
文
〈
近
年
分
六
百
文
也
、
去
年
秋
彼
在
所
検
知
間
、
加
増
分
三
百
文
成
〉」

と
あ
り
、
前
年
に
検
注
を
行
い
、
三
〇
〇
文
を
新
た
に
課
税
し
た
こ
と
が
わ
か
る（11
（

。
そ
の

後
、
再
度
検
注
を
行
っ
た
の
か
、
応
永
一
〇
・
一
一
年
に
「
新
開
」
か
ら
の
年
貢
を
加
え

た
一
貫
一
五
〇
文
を
ピ
ー
ク
に
、
応
永
一
四
年
ま
で
は
九
〇
〇
文
、
以
降
、
応
永
三
一
年

ま
で
は
概
ね
六
〇
〇
文
と
安
定
し
て
年
貢
の
納
入
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

が
一
変
す
る
の
が
応
永
三
二
年
分
以
降
で
あ
る
。
同
年
分
の
散
用
状
に
は
「
一
、
北
山
地

子
事
〈
去
年
大
水
・
大
風
ニ
損
亡
仕
候
テ
、
百
姓
失
候
了
、
同
御
年
貢
一
銭
モ
不
致
沙
汰

候
ぬ
〉」
と
、
風
水
害
に
よ
っ
て
作
物
に
損
亡
が
生
じ
百
姓
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い

る
（
11
（

。
応
永
三
四
年
か
ら
百
姓
が
再
び
居
住
し
、
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
分
か
ら
二
〇
〇

文
な
が
ら
年
貢
の
納
入
が
再
開
さ
れ
た
も
の
の
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
に
は
「
北
山

地
子
、
不
納
候
て
、
百
姓
死
去
候
、
子
共
失
候
了
」
と
、
年
貢
を
納
め
な
い
ま
ま
百
姓
が

死
去
し
、
子
供
も
姿
を
消
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（11
（

。
以
後
、
興
行
の
努
力
が
な
さ

れ
た
も
の
の
、
北
山
か
ら
の
年
貢
は
途
絶
し
、
長
禄
四
年
以
降
、
東
寺
の
年
貢
収
取
が
代

官
に
よ
る
定
額
請
負
に
切
り
替
え
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
以
後
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
近
世
ま
で
に
は
二
栢
野
村
が
成
立
し
て
お
り
、
一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀

に
再
び
開
発
が
進
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
と
関
わ
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
現
二

栢
野
集
落
内
に
あ
る
本
覚
寺
の
開
創
で
あ
る
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）

の
成
立
と
さ
れ
、
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
三
濃
山
の
火
事
で
逃
れ
て
き
た
僧

が
本
尊
を
当
所
に
安
置
し
た
と
す
る
。
ま
た
本
堂
の
裏
に
は
、
中
世
後
期
と
推
定
さ
れ
る

【図】　年貢散用状に見る北山地子の納入状況
『相生市史』八巻上・下に所収の年貢散用状をもとに作成（原則として学衆方を参
照し、欠けている年は廿一口方を参照）。なお、廿一口供僧方にも同額が納められ
るため、上記の額に 2倍すると東寺へ納めた総額となる。
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五
輪
塔
の
残
欠
が
あ
る
。
寺
伝
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
野
寺
の
免
田
が
二
栢
野
に

あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
一
定
の
信
憑
性
が
あ
り
、
か
つ
て
の
耕
地
跡
を
再
開
発
す
る

形
で
、
近
世
を
待
た
ず
二
栢
野
村
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
本
覚
寺
が
開
創

さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
、
二
栢
野
に
つ
い
て
、
中
世
当
時
の
開
発
状
況
や
東
寺
の
荘
園
経
営
下
で
の
位
置

づ
け
な
ど
、
基
礎
的
な
考
察
を
加
え
た
。
北
山
か
ら
の
収
入
予
定
額
は
、
供
僧
・
学
衆
併

せ
て
一
〜
二
貫
程
度
と
矢
野
荘
か
ら
の
年
貢
収
入
の
な
か
で
は
微
小
で
あ
り
、
応
安
〜
永

和
年
間
に
東
寺
内
で
関
心
が
髙
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
応
永
年
間
に
検
注

が
一
〜
二
度
行
わ
れ
た
ほ
か
は
現
地
の
把
握
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
東
寺
が
後
押
し

し
て
積
極
的
な
開
発
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
僅
か
ば
か
り
の
年
貢
さ
え
納
め
ら

れ
れ
ば
、
領
主
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
た
な
い
地
、
そ
れ
が
東
寺
の
荘
園
経
営
下
で
の
二

栢
野
で
あ
り
、
そ
の
開
発
も
応
永
末
年
か
ら
続
い
た
災
害
で
廃
村
と
い
う
挫
折
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。三

、
最
北
山
間
部
の
世
界
と
矢
野
荘
の
領
域
構
成

　

二
章
に
わ
た
っ
て
能
下
・
二
栢
野
に
つ
い
て
基
礎
的
な
考
察
を
加
え
て
き
た
。
こ
う
し

た
考
察
が
可
能
な
の
も
、
両
地
区
が
領
家
方
に
属
し
、
東
寺
伝
来
の
文
書
を
繙
く
こ
と
が

で
き
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
最
北
山
間
部
は
下
地
中
分
時
に
領
家
方
に
組

み
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

二
栢
野
の
開
発
が
能
下
か
ら
進
め
ら
れ
、
両
者
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
先
述
の

通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
両
者
に
共
通
す
る
点
と
し
て
三
濃
山
│
三
野
寺
と
の
関
係

が
あ
る
。
両
地
区
と
も
三
濃
山
麓
に
位
置
し
、
地
区
内
を
流
れ
る
河
川
は
三
濃
山
系
を
水

源
と
す
る
。
ま
た
正
安
元
年
帳
に
お
い
て
、
能
下
内
に
「
大
畠
三
野
寺
ト
ウ
ユ
免
」
が
設

定
さ
れ
て
い
る
（【
表
1
】
№
6
）。
ま
た
南
北
朝
期
の
検
注
帳
で
は
、
三
野
寺
に
認
め
ら
れ

た
唯
一
の
免
田
が
二
栢
野
の
「
カ
チ
屋
敷
」
六
反
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
両
地
区
と
三
野
寺

と
の
関
係
を
史
料
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
東
寺
の
荘
園
経
営
下
に
お
い
て
三
野
寺

唯
一
の
免
田
が
二
栢
野
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
三
野
寺
と
二
栢
野
の
密
接
な
関

係
は
間
違
い
な
い
。

　

三
野
寺
の
創
建
は
、
九
世
紀
半
ば
に
赤
穂
郡
司
を
務
め
た
秦
内
万
呂
の
手
に
よ
る
と
さ

れ
、
一
四
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
播
磨
の
地
誌
「
峰
相
記
」
に
も
「
三
野
山
〈
観
音
〉、

秦
ノ
内
満

（
麻
呂
）建
立
」
と
の
記
述
が
あ
る（11
（

。
古
代
播
磨
に
お
け
る
秦
氏
の
活
動
は
つ
と
に
知

ら
れ
、
先
述
し
た
三
本
卒
塔
婆
に
も
秦
河
勝
を
大
蛇
か
ら
守
っ
た
忠
犬
の
伝
説
が
あ
り（11
（

、

同
地
に
残
る
犬
塚
五
輪
塔
は
秦
内
麻
呂
に
よ
る
造
立
と
の
伝
承
が
「
播
州
赤
穂
郡
誌
」
に

採
録
さ
れ
て
い
る
。
矢
野
荘
の
秦
氏
と
言
え
ば
、
久
富
保
の
「
開
発
領
主
」
秦
為
辰
で
あ

り
、
そ
の
後
裔
と
称
し
、
秦
河
勝
を
祭
神
と
す
る
荘
鎮
守
大
避
神
社
の
別
当
職
以
下
を
占

め
た
矢
野
荘
の
「
悪
党
」、
寺
田
一
族
を
想
起
す
る
の
は
容
易
い
。「
峰
相
記
」
が
記
さ
れ

た
時
点
で
秦
内
万
呂
が
三
野
寺
を
創
建
し
た
と
の
伝
承
が
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

秦
氏
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
寺
田
氏
に
と
っ
て
三
濃
山
周
辺

の
掌
握
は
、
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
三
濃
山
へ
の
上
り
口
は
、
相
生
市
矢
野
町
瓜
生
・
能
下
、
た
つ
の
市
新
宮
町
二

栢
野
、
赤
穂
郡
上
郡
町
金
出
地
に
あ
り
、
前
三
者
は
い
ず
れ
も
矢
野
荘
領
家
方
に
含
ま
れ

る
。
本
稿
に
お
け
る
直
接
の
考
察
対
象
で
は
な
い
が
、
矢
野
荘
領
家
方
五
ケ
村
の
内
、
西

奥
は
現
矢
野
町
瓜
生
・
菅
谷
地
区
に
比
定
さ
れ
て
い
る（11
（

。
瓜
生
か
ら
参
道
が
伸
び
る
だ
け

で
な
く
、
菅
谷
に
は
水
田
の
真
ん
中
に
三
濃
山
を
遥
拝
す
る
鳥
居
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
三
濃
山
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
示
す
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
二
栢
野
・
能
下
・
瓜
生
・
菅
谷
と
い
っ
た
北
部
の
領
家
方

は
い
ず
れ
も
三
濃
山
麓
に
位
置
し
、
三
濃
山
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
下
地
中
分

に
あ
た
っ
て
寺
田
氏
は
、
自
身
の
ル
ー
ツ
と
す
る
秦
氏
と
関
係
の
深
い
三
濃
山
周
辺
を
領

家
方
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
矢
野
荘
北
部
（
上
村
）
の
信

仰
は
、
矢
野
町
森
の
磐
座
神
社
が
荘
鎮
守
と
さ
れ
、
重
視
さ
れ
て
き
た
が（11
（

、
領
家
方
部
分

に
つ
い
て
は
、
三
濃
山
と
の
結
び
つ
き
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
念
頭
に
置
く
べ
き
と
考
え

る
。
能
下
・
二
栢
野
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
三
濃
山

へ
の
信
仰
、
そ
し
て
秦
│
寺
田
氏
の
記
憶
が
蘇
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
周
縁
か
ら
中
世
荘
園
を
捉
え
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
播
磨
国
矢
野
荘
最

北
の
山
間
部
、
相
生
市
矢
野
町
能
下
、
た
つ
の
市
新
宮
町
二
栢
野
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、

そ
の
地
域
的
特
質
を
踏
ま
え
て
矢
野
荘
の
領
域
構
成
と
の
関
係
を
論
じ
た
。
以
下
、
本
稿
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の
成
果
を
ま
と
め
、
残
さ
れ
た
課
題
を
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
・
二
章
に
つ
い
て
。
文
献
史
料
の
分
析
と
現
地
調
査
を
併
用
し
た
従
来
型

の
荘
園
研
究
に
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た
分
析
を
加
え
る
こ
と
で
、
中
世
の
開
発
状
況
を
視
覚

的
・
数
量
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
と
り
わ
け
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
か
ら
算
出
し

た
面
積
値
が
有
効
な
分
析
素
材
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
荘
園
研
究
に
お
け
る
分
析

ツ
ー
ル
と
し
て
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
有
用
性
を
提
示
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
文
献
史
料
に
お
け

る
両
地
区
の
現
れ
方
か
ら
、
い
ず
れ
も
領
主
に
と
っ
て
は
周
縁
で
あ
る
も
の
の
、
名
が
設

け
ら
れ
検
注
が
行
わ
れ
る
荘
園
制
的
収
取
シ
ス
テ
ム
下
の
能
下
と
、
僅
か
ば
か
り
の
年
貢

を
納
め
る
だ
け
で
領
主
に
よ
る
現
地
把
握
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
二
栢
野
と
い
う
両
地

区
の
差
異
・
特
色
が
明
確
に
な
っ
た
。
政
所
が
置
か
れ
、
代
官
の
給
分
が
集
中
し
た
若
狭

野
平
野
周
辺
の
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
若
狭
野
│
能
下
│
二
栢
野
と
い
う
中
心
か
ら

周
縁
へ
の
荘
園
領
主
に
よ
る
関
与
の
濃
淡
が
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
今
後
、
他
の
領
家
方
内
の
村
落
を
も
考
察
す
る
こ
と
で
、
東
寺
の
矢
野
荘
経
営

に
お
け
る
空
間
把
握
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
前
章
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
な
ぜ
、
両
地
区
が
領
家
方
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
の
か
を
探
っ
た
。
筆
者
の
一
人
で
あ
る
赤
松
は
、
以
前
、
下
地
中
分
で
領
家
方
に

な
っ
た
範
囲
に
は
寺
田
氏
の
所
領
重
藤
名
が
集
中
的
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
（
11
（

。
そ
の
寺
田
氏
は
、「
開
発
領
主
」
秦
為
辰
の
後
裔
と
称
し
て
秦
河
勝
を
祭
神
と
す
る

荘
鎮
守
大
避
神
社
の
別
当
職
以
下
を
占
め
る
な
ど
、
秦
氏
と
の
繋
が
り
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
中
核
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
濃
山
周
辺
に
は
秦
氏
に
関
わ
る
伝
承
が
多
く
残
り
、

領
家
方
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
二
栢
野
・
能
下
・
瓜
生
は
い
ず
れ
も
三
濃
山
の
麓
に
あ
っ
て

密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
従
来
、
矢
野
荘
北
部
の
鎮
守
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の

は
現
矢
野
町
森
の
磐
座
神
社
で
あ
っ
た
が
、
領
家
方
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
範
囲
は
磐

座
神
社
の
氏
子
で
は
な
く
、
三
濃
山
と
の
関
係
が
共
通
す
る
。
つ
ま
り
、
下
地
中
分
に
あ

た
っ
て
三
濃
山
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
掌
握
が
寺
田
氏
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
矢
野
荘
に
お
い
て
、
複
数
の
信
仰
圏
が
併
存
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ

れ
て
き
た
が
、
三
濃
山
の
信
仰
圏
お
よ
び
そ
れ
が
領
域
構
成
に
ど
う
影
響
し
た
か
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
南
北
で
お
よ
そ
異
な
る
生
活
環
境
に
あ
っ
た
矢
野

荘
で
あ
る
が
、
と
く
に
領
家
方
に
お
い
て
は
秦
│
寺
田
氏
の
作
っ
た
枠
組
み
を
前
提
と
し

な
が
ら
東
寺
の
荘
園
経
営
は
開
始
さ
れ
、
若
狭
野
平
野
周
辺
の
南
部
の
掌
握
に
は
注
力
し

た
一
方
、
三
濃
山
信
仰
圏
の
北
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
関
与
が
希
薄
な
も
の
に
止

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

周
縁
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
荘
園
領
主
に
よ
る
関
与
の
濃
淡
や
経
営
の
限
界
、
立
荘
後

の
開
発
に
伴
う
荘
域
の
拡
大
過
程
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
信
仰

圏
に
基
づ
く
下
地
中
分
の
領
域
設
定
な
ど
、
様
々
な
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
荘

園
と
い
う
領
有
単
位
内
部
の
環
境
差
は
、
赤
松
に
と
っ
て
予
て
か
ら
持
つ
関
心
の
一
つ
で

あ
る
が
、
各
地
区
が
持
つ
個
性
を
捨
象
す
る
こ
と
な
く
、
多
彩
な
側
面
を
持
つ
中
世
荘
園

の
姿
を
探
し
求
め
て
い
き
た
い
。

付
、
能
下
・
二
栢
野
調
査
概
報
（
二
〇
一
五
年
～
二
〇
二
三
年
）

　

本
稿
の
考
察
は
、
二
〇
一
五
〜
二
〇
二
三
年
に
実
施
し
た
現
地
調
査
（
コ
ロ
ナ
禍
で
の
中

断
を
含
む
）
を
基
に
し
て
い
る
。
矢
野
荘
の
な
か
で
も
、
能
下
・
二
栢
野
と
い
う
限
ら
れ

た
地
区
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
過
疎
化
・
高
齢
化
の
な
か
で
得
る
こ

と
が
で
き
た
情
報
の
分
量
に
鑑
み
、
報
告
書
を
別
個
に
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
本
稿
の

付
録
と
し
て
調
査
概
報
を
収
め
る
こ
と
に
し
た
。

1
．
矢
野
町
能
下
地
区

○
景
観
・
生
業
調
査

　

聞
き
取
り
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
地
名
は
【
表
5
】
の
通
り
。

　

能
下
の
水
田
は
、
多
く
が
能
下
川
か
ら
取
水
し
て
い
る
。
最
も
上
手
の
井
堰
は
県
道
か

ら
集
落
に
入
る
道
の
奥
谷
橋
付
近
で
取
水
し
、
集
落
（
上
堂
ノ
本
）
方
向
に
流
れ
て
集
落

北
側
を
灌
漑
し
て
い
る
。233

番
地
付
近
で
取
水
す
る
ナ
カ
タ
ユ
は
、232

番
地
付
近
で

取
水
す
る
マ
エ
ダ
ユ
と
合
わ
せ
て
、
集
落
南
方
の
水
田
を
灌
漑
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
つ

い
て
は
、
水
路
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
能
下
川
か
、
谷
水
か
か
り
の
灌

漑
で
あ
ろ
う
。
集
落
の
北
方
、
榊
や
二
栢
野
と
の
境
界
領
域
に
溜
池
が
あ
り
、
こ
れ
を
キ

リ
イ
ケ
や
サ
サ
イ
ケ
と
呼
ぶ
。
こ
の
池
は
、
能
下
川
の
水
量
を
補
う
役
割
を
果
た
し
た
。

　

能
下
の
人
々
の
耕
作
地
は
、
原
則
と
し
て
能
下
に
存
在
し
た
が
、
現
在
の
大
字
で
い
う

と
南
の
森
や
北
の
た
つ
の
市
二
栢
野
に
も
存
在
し
た
。
二
栢
野
に
出
作
し
て
い
た
の
は
、

五
〜
六
軒
程
度
だ
っ
た
と
い
う
。
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集
落
全
体
の
行
事
と
し
て
は
、
春
（
五
月
）
の
溝
さ
ら
い
、
秋
の
道
造
り
が
行
わ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
集
落
の
家
の
建
て
替
え
の
際
に
は
、
小
麦
で
藁
屋
根
を
葺
い
て
い
た
と
い

う
。

○
信
仰
民
俗
調
査

　

検
出
し
た
屋
号
は
【
表
6
】
の
通
り
。

　

能
下
の
鎮
守
は
、
集
落
の
南
外
れ
に
あ
る
八
幡
神
社
で
あ
る
。
春
の
祭
礼
は
四
月
、
秋

の
祭
礼
は
一
〇
月
の
一
四
日
、
一
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
、
八
朔
祭
り
を
行
っ
て
い

た
と
い
う
話
も
あ
っ
た
。

　

能
下
に
現
在
寺
院
は
な
い
が
、
公
民
館
と
な
っ
て
い
る
場
所
は
、
村
堂
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
現
在
で
も
小
さ
な
梵
鐘
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
の
裏
手
に
は
五
輪
塔

の
残
欠
が
多
数
見
ら
れ
、「
ゴ
リ
ン
サ
ン
」
や
「
オ
ダ
イ
シ
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

か
つ
て
こ
こ
が
村
堂
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
他
の
小
祠
と
し
て
、
コ
ダ
ニ
の
中
腹
に
「
ホ
ン
コ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ

り
、
二
月
一
〇
日
に
祭
礼
が
あ
っ
て
、
掛
け
軸
や
蝋
燭
を
用
い
て
い
た
と
い
う
が
、
現
状

を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

能
下
集
落
の
隣
保
は
、
五
つ
あ
り
、
オ
ク
ダ
ニ
（
能
下257

付
近
）
に
は
四
軒
、
ナ
グ
ラ

ジ
ョ
ウ
（
能
下
バ
ス
停
付
近
）
に
は
四
軒
、
コ
ダ
ニ
は
五
軒
（168

、162

、163

、187

）、
ヒ
ガ

シ
は
六
軒
（160

、135

他
）、
ニ
シ
は
六
軒
（208

、212

、218

、220

、230

、226

）、
そ
れ
ぞ

れ
存
在
し
て
い
た
。

2
．
二
栢
野

○
景
観
・
生
業
調
査

　

聞
き
取
り
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
地
名
は
【
表
7
】
の
通
り
。

　

二
栢
野
の
水
田
は
、
七
つ
の
谷
（
岩
井
谷
、
保
草
、
中
ノ
谷
、
筑
原
、
峠
、
桂
谷
、
奥
林
）
か

ら
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
（
奥
林
は
小
字
に
無
い
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
谷
水
に
よ
っ
て
灌
漑
さ
れ

て
い
る
。
よ
っ
て
大
規
模
な
用
水
路
は
存
在
し
な
い
。
水
田
景
観
に
影
響
を
与
え
た
で
あ

ろ
う
開
発
は
、
中
国
道
の
建
設
と
、
播
磨
科
学
公
園
都
市
の
造
成
で
あ
る
。
後
者
に
お
い

【
表
5
】　
能
下
地
区
景
観
・
生
業
調
査

小
地
名

場　
　
　
　

所

備　

考

カ
タ
イ
ド
コ

能
下402

付
近
の
西
斜
面

コ
タ
マ

森638

モ
リ
タ

森400

ナ
カ
タ

能
下423

旱
魃
に
強
い

ド
ノ
モ
ト

能
下116

マ
エ
ダ

能
下225

周
辺

コ
ダ
ニ

能
下177

付
近

オ
ク
ノ
ム
カ
イ

能
下278

か
能
下279

ド
ノ

能
下1755-15

、16

付
近

マ
タ
ニ

能
下248

付
近
か
ら
南
西
に
延
び
る
谷

エ
ノ
キ
ダ
ニ

能
下248

付
近
か
ら
西
北
西
に
延
び
る
谷

オ
ク
ダ
ニ

能
下262

付
近
か
ら
西
北
西
に
延
び
る
谷

ヒ
ロ
バ
タ
ケ

能
下454

、455

付
近

タ
キ
ガ
タ
ニ

能
下463

付
近
か
ら
北
西
に
延
び
る
谷

ヒ
ロ
コ
ゲ

能
下349

イ
シ
ド
ウ
タ
ニ

能
下349

付
近
か
ら
北
西
に
延
び
る
谷

エ
ド
ダ
ニ

能
下354-2

付
近

エ
ノ
キ
タ
ニ

能
下354-2

付
近

オ
ロ
チ
ダ
ニ

能
下354-27

〜30

付
近

ジ
ョ
ウ
バ
ラ

能
下357-27

付
近

【
表
6
】　
能
下
地
区
信
仰
民
俗
調
査

屋
号

場
所

備
考

ウ
エ
キ
ヤ

能
下

カ
ジ
ヤ
と
八
幡
神
社
の
間
の
家

カ
ジ
ヤ

能
下160

も
と
は
ヒ
ロ
ハ
タ
ケ
の
家

ト
イ
ヤ

能
下168

ミ
セ
ヤ

能
下242

も
と
は
ノ
ウ
モ
ト
の
家

コ
メ
ヤ

能
下187

シ
ン
ヤ

能
下208
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て
は
、
岩
井
谷
、
保
草
の
奥
に
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
、
か
つ
て
の
水
田
も
あ
る
程
度
消
滅
し

て
い
る
。

　

二
栢
野
へ
は
能
下
か
ら
出
作
し
て
く
る
人
も
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
水
田
は
保
草
の
谷
の

奥
（
現
在
ダ
ム
が
あ
る
場
所
よ
り
南
）
に
固
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
能
下
か
ら
の
道
が
保
草
の

谷
の
奥
に
通
じ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
二
栢
野
か
ら
能
下
へ
の
出
作
は
な
く
、

取
れ
高
が
高
い
金
出
地
へ
の
出
作
は
あ
っ
た
。

　

各
谷
の
水
田
の
特
性
と
し
て
は
、
岩
井
谷
は
日
照
時
間
が
短
く
、
反
当
り
五
俵
程
度
し

か
と
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
、
中
ノ
谷
の
方
が
取
れ
高
は
よ
か
っ
た
。
下
田
は
非
常

に
良
い
水
田
で
、
肥
料
次
第
で
は
一
〇
俵
と
れ
た
。
オ
ユ
ビ
、
フ
ク
ロ
ダ
は
フ
ケ
ダ
で
、

草
を
敷
き
込
ま
な
い
と
体
が
沈
ん
で
し
ま
う
く
ら
い
だ
っ
た
。
谷
の
奥
の
水
田
と
往
復
す

る
の
は
大
変
な
の
で
、
寝
泊
ま
り
す
る
小
屋
も
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
現
在
米
を
作
っ

て
い
る
の
は
五
軒
の
み
で
あ
る
。

　

隣
接
す
る
三
濃
山
で
は
、
松
茸
を
と
っ
た
り
炭
焼
き
を
し
た
り
し
て
い
た
。
狩
猟
は
よ

り
離
れ
た
山
で
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
三
濃
山
村
の
田
植
え
で
人
手
が
必
要
な
際
に
は
、

手
伝
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
三
濃
山
に
は
草
場
も
あ
り
、
周
辺
の
集
落
か
ら
牛
が
放

牧
さ
れ
て
い
た
。
三
濃
山
は
霧
が
良
く
出
る
の
で
、
雨
が
降
る
と
遭
難
し
そ
う
に
な
り
、

そ
の
際
に
は
霧
が
晴
れ
る
と
山
頂
の
樫
の
大
木
が
目
印
に
な
っ
た
。
三
濃
山
に
限
ら
ず
各

家
で
用
益
し
て
い
た
場
所
を
「
ネ
ヤ
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　

山
を
越
え
る
道
は
、
黒
蔵
を
経
由
し
て
榊
に
も
通
じ
て
い
た
。
こ
の
道
は
、
筑
原
の
谷

を
上
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

○
信
仰
民
俗
調
査

　

二
栢
野
の
鎮
守
は
、
集
落
の
北
に
あ
る
須
賀
神
社
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
フ
ジ
イ
カ
ブ
、

ダ
イ
ジ
ョ
ウ
サ
ン
、
コ
シ
マ
エ
カ
ブ
と
い
う
集
落
の
講
の
祠
が
集
落
各
地
に
点
在
し
て
い

た
が
、現
在
は
須
賀
神
社
の
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
。右
か
ら
、フ
ジ
イ
カ
ブ
、ナ
カ
ジ
ョ
、

ダ
イ
ジ
ョ
ウ
サ
ン
、
コ
シ
マ
エ
カ
ブ
の
順
に
並
ん
で
い
る
（
ダ
イ
ジ
ョ
ウ
サ
ン
の
旧
地
に
は
、

松
が
植
わ
っ
て
い
る
）。
須
賀
神
社
の
本
殿
の
向
か
っ
て
左
手
に
は
、
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
（
山
栖
神

社
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
の
七
谷
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
谷
の
間
の
高
い
と
こ

ろ
に
八
荒
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
須
賀
神
社
に
社
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
祭
礼

は
、
一
〇
月
の
第
一
日
曜
日
（
昔
は
五
、
六
日
）
に
行
わ
れ
る
。

　

寺
院
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
聖
塚
山
本
覚
寺
が
あ
り
、
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）、
僧

敬
意
に
よ
る
開
基
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
伝
聖
徳
太
子
作
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の

際
に
三
濃
山
よ
り
難
を
逃
れ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
の
寺
伝
を
伝
え
て
い
る
。
寺
院
裏
手
に

は
「
ゴ
リ
ン
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
五
輪
塔
の
残
欠
が
残
さ
れ
て
い
る
。
二
栢
野
の
家
々
は
、

【
表
7
】　
二
栢
野
地
区
景
観
・
生
業
調
査

小
地
名

場　
　
　

所

ナ
ガ
マ
チ

二
柏
野212

サ
ン
カ
ク
ダ

二
柏
野249

ナ
カ
ノ
タ
ニ

二
柏
野165

〜264

ヤ
ク
ロ
ダ

光
都3

丁
目1504
付
近

ヤ
マ
ダ

二
柏
野160

イ
チ
ガ
メ

二
柏
野574

エ
ゴ
バ
タ

二
柏
野571

オ
ユ
ビ

光
都3

丁
目11

付
近

ノ
ギ
ヤ

二
柏
野14

、
も
し
く
は131

付
近

オ
オ
ナ
ル

二
柏
野2

付
近

コ
ヤ
バ

光
都3

丁
目37

付
近

ホ
ソ
ダ

二
柏
野156

ノ
ギ
ヤ

二
柏
野154

付
近

ニ
シ
ガ
イ
チ

二
柏
野372

付
近

ロ
ク
ロ
ベ
エ

二
柏
野346

付
近

シ
タ
ユ

二
柏
野539

周
辺

ウ
ワ
ユ

二
柏
野556

周
辺

コ
ヤ
ガ
タ
ニ

二
柏
野236

周
辺

イ
ケ
ダ

二
柏
野194

周
辺

ホ
ダ
ガ
ヤ

二
柏
野172

か
ら
東
に
延
び
る
谷

カ
キ
ダ
ニ

二
柏
野166

か
ら
東
に
延
び
る
谷

ア
カ
マ
ツ
ダ
ニ

二
柏
野165

か
ら
西
に
延
び
る
谷

ナ
ベ
ラ
ダ
ニ

二
柏
野165

か
ら
東
に
延
び
る
谷

サ
サ
ガ
タ
ニ

小
字
中
ノ
谷
の
最
奥
部
、
標
高326m

付
近
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本
覚
寺
や
角
亀
光
淋
寺
の
檀
家
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

地
蔵
は
、
村
の
北
外
れ
の
共
同
墓
地
に
六
地
蔵
が
、
か
つ
て
は
能
下
へ
の
道
の
分
水
嶺

に
あ
っ
た
地
蔵
が
岩
井
谷
の
ダ
ム
横
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
六
地
蔵
の
あ
た
り
は
三
昧
と

な
っ
て
い
た
。

　

兎
猪
（
イ
ノ
コ
）
は
一
一
月
一
四
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
イ
ノ
コ
を
作
っ
て
、
各
家
庭

を
廻
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

二
栢
野
の
隣
保
は
四
つ
で
、
南
か
ら
石
之
内
・
上
所
・
中
所
・
下
所
と
呼
ば
れ
た
。
ま

た
、
屋
号
は
、
カ
サ
ヤ
（
二
栢
野
三
八
三
）
の
み
検
出
さ
れ
た
。
鍛
冶
屋
は
二
栢
野
に
は
お

ら
ず
、
金
出
地
に
は
い
た
。

　

二
栢
野
は
、
明
治
ま
で
赤
穂
郡
矢
野
村
だ
っ
た
た
め
、
南
の
地
域
と
の
つ
な
が
り
は
強

く
、
三
昧
が
北
の
外
れ
に
あ
る
の
は
、
村
の
奥
だ
か
ら
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

︻
付
記
︼　

相
生
市
立
歴
史
資
料
館
に
は
近
世
史
料
の
閲
覧
や
、
圃
場
整
備
前
図
面
の
提
供
な
ど
、
数
々

の
便
宜
を
い
た
だ
い
た
。記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。な
お
、本
稿
を
掲
載
す
る
『W

A
SED

A
 

R
ILA

S JO
U

R
N

A
L

』
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
聞
き
取
り
に

お
け
る
話
者
の
個
人
情
報
は
割
愛
し
た
。

注（1
）　

大
山
喬
平
「
荘
園
制
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史 

第
七
巻 

中
世
一
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
2
）　

高
橋
一
樹
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
前
田
英
之
「
鎌
倉
期
の

荘
園
制
と
複
合
的
荘
域
」（『
日
本
史
研
究
』
七
〇
三
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

（
3
）　

矢
野
荘
の
研
究
史
は
、
赤
松
秀
亮
「
播
磨
国
矢
野
荘
研
究
の
軌
跡
と
展
望
」（『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
』
二
四
〇
、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

（
4
）　

矢
野
荘
の
概
略
は
、『
相
生
市
史
』
第
一
巻
・
第
二
巻
（
一
九
八
四
・
八
六
年
）、
馬
田
綾
子
「
矢

野
荘
」（『
講
座
日
本
荘
園
史 

八
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
赤
松
秀
亮
「
播
磨
国
矢
野

荘
」（
鎌
倉
佐
保
・
木
村
茂
光
・
高
木
徳
郎
編
『
荘
園
研
究
の
論
点
と
展
望
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
二
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）　

榎
原
雅
治
「
汎
・
矢
野
庄
の
空
間
構
成
」（『
日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇

〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
九
九
年
）。

（
6
）　

小
川
弘
和
「
播
磨
国
矢
野
荘
海
老
名
氏
考
」（『
日
本
歴
史
』
六
三
二
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
播

磨
国
矢
野
荘
海
老
名
氏
考
」（『
地
方
史
研
究
』
二
九
四
、
二
〇
〇
一
年
）、
坂
本
亮
太
「
東
寺
領

荘
園
の
宗
教
構
造
」（『
民
衆
史
研
究
』
六
八
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
7
）　

史
料
上
の
「
村
」
と
い
う
言
葉
が
指
す
と
こ
ろ
は
、
極
め
て
多
層
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
矢
野
荘
の
場
合
、
複
数
の
集
落
を
含
み
こ
む
上
村
・
下
村
の
よ
う
な
広
域
的
な
「
村
」

と
、
近
世
村
や
大
字
に
つ
な
が
る
集
落
と
し
て
の
村
と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
の
異
な
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
（
赤
松
秀
亮
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
広
域
的
「
村
」
の
特
質
と
機
能
」

（『
歴
史
学
研
究
』
九
九
八
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
8
）　

赤
松
秀
亮
「
播
磨
国
矢
野
荘
に
お
け
る
水
害
と
損
免
要
求
」（『
地
方
史
研
究
』
三
九
九
、
二
〇

一
九
年
）、
前
掲
注（
7
）赤
松
論
文
。

（
9
）　

矢
野
荘
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
5
）榎
原
氏
論
文
、
前
掲
注（
7
）赤
松
論
文
を
参

照
。

（
10
）　

貞
和
元
年
一
二
月
八
日
「
例
名
西
方
田
地
実
検
名
寄
取
帳
」（「
東
寺
百
合
文
書
」
み
函
二
五
、

『
相
生
市
史
』
矢
野
荘
史
料 

編
年
文
書
一
三
七
、
以
下
「
東
百
」『
相
生
』
編
年
と
略
記
）、
同
「
西

方
畠
幷
栗
林
実
検
名
寄
取
帳
」（「
東
百
」
ロ
函
六
、『
相
生
』
編
年
一
三
八
）、
貞
和
二
年
四
月
一

〇
日
「
例
名
西
方
実
検
幷
斗
代
定
名
寄
帳
」（「
東
百
」
ロ
函
七
、『
相
生
』
編
年
一
四
二
）、
同
「
西

方
畠
実
検
名
寄
取
帳
」（「
東
百
」
ト
函
四
〇
、『
相
生
』
編
年
一
四
三
）
な
ど
。
矢
野
荘
の
地
名

は
前
掲
注（
5
）榎
原
論
文
に
詳
し
い
。

（
11
）　

赤
松
秀
亮
「
荘
園
調
査
の
到
達
点
と
地
理
情
報
の
分
析
に
向
け
た
試
み
」（
前
掲
注（
4
）鎌
倉
・

木
村
・
高
木
編
著
）。

（
12
）　
『
播
磨
』
五
三
、
一
九
六
二
年
。

（
13
）　
「
東
百
」
テ
函
八
、『
相
生
』
編
年
二
一
。

（
14
）　

榎
原
雅
治
「
十
五
世
紀
東
寺
領
矢
野
庄
の
荘
官
層
と
村
」（
前
掲
注（
5
）榎
原
氏
著
書
、
初
出

は
一
九
八
五
年
）。

（
15
）　

赤
松
秀
亮
「
鎌
倉
末
期
播
磨
国
矢
野
荘
の
領
域
構
成
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
五
、
二
〇
一
五

年
）。

（
16
）　
「
東
百
」
ム
函
五
二
、『
相
生
』
引
付
集
三
八
、
以
下
引
付
と
略
記
。

（
17
）　

佐
藤
和
彦
「
惣
荘
一
揆
の
展
開
」（『
南
北
朝
内
乱
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、

初
出
は
一
九
六
六
・
六
八
年
）、
伊
藤
俊
一
「
高
井
法
眼
祐
尊
の
一
生
」（『
室
町
期
荘
園
制
の
研
究
』

塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
18
）　

前
掲
注（
10
）貞
和
二
年
四
月
一
〇
日
「
例
名
西
方
実
検
幷
斗
代
定
名
寄
帳
」、
同
「
西
方
畠
実

検
名
寄
取
帳
」。

（
19
）　

酒
井
紀
美
「
南
北
朝
・
室
町
期
の
公
田
と
農
民
」（『
日
本
中
世
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
七
六
年
）。

（
20
）　
『
相
生
市
史 

第
二
巻
』（
一
九
八
六
年
）
第
一
章
二
節
。

（
21
）　

検
注
帳
の
記
載
に
加
え
、「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
応
永
三
四
年
七
月
五
日
条
（「
東
百
」
天
地

之
部
二
四
、『
相
生
』
引
付
一
〇
六
）
で
は
、
末
重
・
吉
守
・
仏
道
の
三
名
で
発
生
し
た
水
損
の

年
貢
半
額
免
除
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
名
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
、
検
注

帳
の
記
載
と
合
わ
せ
て
能
下
の
名
で
あ
る
と
わ
か
る
。

（
22
）　

前
掲
注（
5
）榎
原
氏
論
文
。

（
23
）　

小
字
に
つ
い
て
は
『
相
生
市
史 

第
六
巻
』「
地
区
誌
」
を
参
照
。
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（
24
）　

公
民
館
軒
下
に
掛
け
ら
れ
た
「
能
下
村
同
行
尼
講　

明
治
廿
三
年
九
月
日
」
の
銘
が
あ
る
小
鐘

は
村
堂
の
名
残
で
、
本
尊
は
相
生
市
矢
野
町
森
地
区
の
寺
院
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　

正
安
元
年
正
月
二
五
日
「
矢
野
庄
地
頭
領
家
山
分
帳
案
」（「
東
百
」
み
函
八
‐
二
、『
相
生
』

編
年
二
二
‐
二
）

（
26
）　
「
東
百
」
み
函
八
‐
一
、『
相
生
』
編
年
二
二
‐
一
。

（
27
）　

こ
う
し
た
中
世
の
空
間
認
識
は
、
近
世
以
降
に
も
引
き
継
が
れ
、
享
保
年
間
に
能
下
村
と
近
隣

の
村
々
と
の
間
で
惹
起
し
た
山
論
の
際
に
は
、
字
三
本
卒
塔
婆
は
、
周
辺
の
村
々
の
入
会
地
と

な
っ
て
お
り
、
能
下
村
の
東
西
に
広
が
る
村
有
の
山
（
小
字
西
北
山
・
東
平
山
）
と
は
明
確
に
区

分
さ
れ
て
い
る
（
注（
28
）絵
図
）。
ま
た
藤
江
忠
廉
「
播
州
赤
穂
郡
志
」（『
赤
穂
郡
誌
・
播
州
赤

穂
郡
志
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
三
年
、
初
出
は
一
七
四
七
年
）
で
は
「
二
栢
野
三
本
卒
塔
婆
」
と

の
記
載
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
本
卒
塔
婆
が
能
下
に
属
す
る
の
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な

か
っ
た
。

（
28
）　

享
保
五
年
七
月
「
論
所
下
済
絵
図
」、
享
保
一
四
年
一
一
月
二
三
日
「
御
裁
許
御
裏
書
絵
図
」（
相

生
市
立
歴
史
資
料
館
に
依
頼
し
、
画
像
デ
ー
タ
を
閲
覧
。
書
誌
情
報
は
、
相
生
市
教
育
委
員
会
史

編
纂
室
編
『
相
生
市
史
編
纂
資
料　

索
引
簿
』「
能
下
村
蔵
文
書
」
に
記
載
）。

（
29
）　

建
武
二
年
一
〇
月
日
「
例
名
西
方
内
検
名
寄
取
帳
」（「
東
百
」
サ
函
六
、『
相
生
』
編
年
一
〇
六
）。

（
30
）　

宝
暦
一
二
年
「
菅
谷
・
能
下
・
下
頃
・
三
濃
山
村
明
細
帳
」（『
相
生
市
史 

第
五
巻
』
近
世
史

料
第
一
章
第
二
節
八
〇
）。

（
31
）　

前
掲
注（
23
）「
地
区
誌
」。

（
32
）　

前
掲
注（
28
）。

（
33
）　

古
関
大
樹
「
兵
庫
県
の
地
籍
編
製
地
籍
地
図
」（『
半
田
山
地
理
考
古
』
七
、
二
〇
一
九
年
）。

（
34
）　

前
掲
注（
27
）。

（
35
）　

前
掲
注（
5
）榎
原
氏
論
文
。

（
36
）　

保
延
三
年
一
〇
月
二
三
日
「
矢
野
荘
立
券
文
案
」（「
白
河
本
東
寺
百
合
文
書
」
八
六
、『
相
生
』

編
年
二
）。

（
37
）　
「
地
頭
・
領
家
山
分
帳
写
」（「
東
百
」
よ
函
一
一
、『
相
生
』
編
年
六
〇
九
）。

（
38
）　
「
東
百
」
ロ
函
六
、『
相
生
』
編
年
一
三
八
。

（
39
）　
「
東
百
」
ノ
函
四
六
『
相
生
』
編
年
三
一
二
。

（
40
）　

富
田
正
弘
「
中
世
東
寺
の
寺
官
組
織
に
つ
い
て
」（『
資
料
館
紀
要
』
一
三
、
一
九
八
五
年
）。

（
41
）　

応
安
三
年
四
月
一
七
日
「
禅
舜
公
事
銭
請
文
」（「
東
百
」
ヤ
函
三
二
、『
相
生
』
編
年
三
一
四
）。

（
42
）　
「
東
百
」
ヲ
函
三
五
、『
相
生
』
編
年
五
七
〇
。

（
43
）　

応
永
三
三
年
二
月
五
日
「
学
衆
方
年
貢
等
散
用
状
」（「
東
百
」
カ
函
一
〇
一
、『
相
生
』
編
年

七
四
八
）。

（
44
）　

文
安
二
年
八
月
日
「
学
衆
方
年
貢
等
散
用
状
」（「
東
百
」
ヲ
函
一
五
一
、『
相
生
』
編
年
九
二
八
）。

（
45
）　
『
続
群
書
類
従　

第
二
八
輯
上　

釈
家
部
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
五
八
年
）。

（
46
）　

伝
説
自
体
は
、
全
国
的
に
見
ら
れ
る
犬
塚
伝
説
が
地
名
や
石
塔
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
現
地
で

語
り
継
が
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。な
お
、犬
塚
伝
説
に
つ
い
て
は
、『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』

（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）
の
「
犬
塚
」（
渡
辺
昭
五
氏
執
筆
）
を
参
照
。

（
47
）　

前
掲
注（
5
）榎
原
氏
論
文
。

（
48
）　

前
掲
注（
5
）榎
原
氏
論
文
、
前
掲
注（
7
）坂
本
氏
論
文
。

（
49
）　

前
掲
注（
15
）赤
松
論
文
。
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A Reconsideration of Yano Estate in Harima Province 
from the Periphery’s Perspective -A Basic Study 

of the Northernmost Mountainous Area and a Field Survey Report

Hideaki AKAMATSU and Suguru TAKAHASHI

　The purpose of this article is to examine the periphery of the estate (shôen) in the medieval period, using Yano 
Estate in Harima Province. The image of the estate revealed by the methodology of historiography is largely 
determined by the state of the surviving historical manuscript. In other words, while it is possible to elucidate var-
ious matters about areas with abundant historical records, many of which are politically, economically, and 
culturally important, there is little to be learned about other areas. By clarifying the reality of the periphery of the 
estate space, we will attempt to relativize the image of the estate that has been conventionally associated with it. 
We expect that presenting a different picture of estate that has been the subject of an enormous amount of previ-
ous research, such as Yano estate in Harima province, will make estate research more diverse and richer.
　In Chapter 1, we will discuss the district of Nouge, Aioi City, Hyogo Prefecture, and in Chapter 2, we will dis-
cuss the district of Futa tsugaino, Shingu Town, Tatsuno City, Hyogo Prefecture. First, we will examine the 
position of the area in relation to the estate owner (Touji Temple), guided by historical documents. Then, based on 
the tax collection ledger from the end of the Kamakura period, we will estimate the route of the land survey and 
identify the place name. Subsequently, based on the land registry maps created in the early Meiji period, we esti-
mate the appearance of the area at the beginning of the modern era, and through comparison with the detailed 
account ledgers of the early modern era and the census ledgers of the medieval era, we estimate the landscape of 
the area during the medieval era. In Chapter 3, based on the discussion of the two sites, we will discuss the 
regional characteristics of the northernmost periphery of the Yano Estate.
　Through the above discussion, we will reconsider the conventional understanding that the appearance of the 
plains around the present Wakasano-chō, Aioi City, Hyogo Prefecture = the appearance of Yano Estate, and will 
present the diversity of the estate’s environment. In addition, we will demonstrate the effectiveness of field sur-
veys and GIS (Geographic Information System) analysis in clarifying the peripheral areas of the estate, which are 
not necessarily well documented, to further deepen our research methods.

Abstract


